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ドイツ封建社会における城塞とシヤテルニー

ド
イ
ツ
封
建
社
会
に
お
け
る
城
塞
と
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー

ー
中
部
ラ
イ
ン
領
域
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
二
つ
の
城
塞
と
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
の
例
Ｉ

五四三二本
小
稿
は
、
｜
、
○
○
○
年
か
ら
、
｜
、
一
一
一
○
○
年
ま
で
の
時
期
の
ド
イ
ツ
封
建
社
会
に
フ
ラ
ン
ス
型
の
城
塞
支
配
権
、
つ
ま
り
シ

ャ
テ
ル
ニ
ー
Ｃ
毎
（
①
］
］
①
曰
①
（
城
主
支
配
圏
、
城
主
支
配
領
域
、
城
主
領
）
が
存
在
し
た
か
否
か
と
い
う
筆
者
の
最
近
の
研
究
課
題
の
一

環
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
筆
者
は
既
に
中
部
ラ
イ
ン
領
域
に
位
置
す
る
一
三
の
城
塞
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
城
塞
の
周
辺

地
が
城
主
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
を
構
成
し
た
こ
と
を
解
明
す
る
よ
う
試
み
る
た
め
に
、
「
ド
イ
ツ
封
建
社
会
に
お
け
る
城
塞
と
シ
ャ
テ
ル

ニ
ー
Ｉ
中
部
ラ
イ
ン
領
域
を
例
と
し
て
ｌ
」
、
「
小
山
貞
夫
先
生
古
稀
記
念
論
集
ｌ
ｌ
西
洋
法
制
史
学
の
現
在
ｌ
」
、
二
○
○
六

年
、
所
収
、
を
公
表
し
て
い
る
。

本
小
稿
は
こ
の
別
稿
で
取
り
上
げ
た
城
塞
に
加
え
て
さ
ら
に
別
の
一
一
一
つ
の
城
塞
、
つ
ま
り
中
部
ラ
イ
ン
領
域
に
つ
い
て
マ
ン
ダ
ー
シ

は
じ
め
に

マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
・
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
（
上
手
の
城
塞
）

マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
・
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
（
下
手
の
城
塞
）

ケ
ル
ペ
ン
城
塞

結
び
に
代
え
て

は
じ
め
に

櫻
井
利
夫
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０
１

、
〆

、

ヤ
イ
ト
の
二
つ
の
城
塞
と
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
そ
れ
ら
も
ま
た
フ
ラ
ン
ス
型
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
と
し
て
把
握
し
う
る
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
小
稿
の
基
本
的
な
趣
旨
は
右
記
の
別
稿
と
同
じ
で
あ
り
、
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー

研
究
を
巡
る
学
会
動
向
、
中
世
の
城
塞
の
歴
史
的
発
展
及
び
支
配
に
対
す
る
城
塞
の
意
義
、
基
本
的
な
問
題
関
心
、
中
部
ラ
イ
ン
領
域

の
城
塞
の
状
況
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
別
稿
の
第
Ｉ
章
（
一
一
三
頁
以
下
）
、
第
Ⅱ
章
（
一
四
八
頁
以
下
）
、
第
Ⅲ
章
（
一
五
九
頁

以
下
）
、
第
Ⅳ
章
（
一
六
六
頁
以
下
）
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。
次
に
早
速
、
本
稿
で
検
討
対
象
と
す
る
三
つ
の
城
塞
、
つ
ま
り
マ
ン

ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
二
つ
の
城
塞
と
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
に
つ
い
て
、
城
塞
と
そ
の
城
主
と
の
来
歴
の
概
略
を
述
べ
て
み
た
い
。

村
落
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
三
目
こ
の
易
呂
の
昼
は
モ
ー
ゼ
ル
河
上
流
の
都
市
ト
リ
ー
ル
写
】
①
Ｒ
か
ら
北
北
東
の
方
向
へ
約
一
一
○
ｍ
地
点
の

（
１
）

リ
ー
ザ
ー
川
口
①
の
①
Ｒ
流
域
に
位
置
す
る
。
こ
の
川
は
ア
イ
フ
ェ
ル
向
】
薇
］
山
地
の
源
流
か
ら
発
し
て
南
流
し
、
モ
ー
ゼ
ル
河
中
流
域
の

都
市
ベ
ル
ン
カ
ス
テ
ル
団
の
已
宮
、
〔
①
］
の
少
し
上
流
の
リ
ー
ザ
ー
ロ
①
閏
で
モ
ー
ゼ
ル
河
に
注
ぐ
。
村
落
マ
ン
・
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
に
は
二
つ

の
城
塞
が
存
在
し
た
。
ト
リ
ー
ル
大
司
教
の
城
塞
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
○
百
号
員
、
（
上
手
の
城
塞
）
と
へ
レ
ン
・
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ダ
ー

（
２
）

シ
ャ
ィ
ト
困
閏
の
ロ
く
・
二
言
目
①
『
の
。
豆
□
の
城
塞
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
Ｚ
－
ｏ
Ｑ
ｏ
Ｓ
長
（
下
手
の
城
塞
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ン
ダ
ー

シ
ャ
イ
ト
の
歴
史
は
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
と
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
の
両
城
塞
に
よ
っ
て
織
り
成
さ
れ
る
歴
史
で
あ
る
。
た
だ
し
、
両
城
塞
は

（
３
）

同
じ
時
期
に
成
立
し
た
の
で
は
な
く
、
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
の
方
が
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
よ
り
も
成
立
年
代
が
早
い
。
ま
た
位
置
関
係
に
関

（
４
）

し
て
、
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
が
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
よ
り
も
数
百
メ
ー
ト
ル
上
流
の
リ
ー
ザ
ー
川
沿
い
に
位
置
す
る
。
上
述
の
よ
》
７
に
、
そ

れ
ぞ
れ
「
上
手
の
城
塞
」
、
「
下
手
の
城
塞
」
を
意
味
す
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

先
ず
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
ィ
ト
の
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
に
関
し
て
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
地
名
は
、
皇
帝
オ
ッ
ト
ー
一
一
世
○
§
Ｐ
（
在

位
九
七
一
二
’
九
八
一
一
一
年
）
に
よ
る
九
七
一
一
一
年
ト
リ
ー
ル
大
司
教
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
ロ
の
三
ｓ
（
在
位
九
六
五
’
九
七
七
年
）
へ
の
キ
ュ

ル
川
凄
皀
流
域
の
罰
令
森
林
の
贈
与
証
書
に
お
い
て
、
そ
の
範
囲
を
確
定
す
る
際
の
境
界
地
点
（
［
三
目
ｓ
ｏ
⑫
○
三
［
］
）
と
し
て
言
及
ざ

（
５
）

（
６
）

れ
て
い
る
。
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
は
既
に
こ
の
時
に
存
在
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
城
塞
は
一
一
四
七
年
ま
で
ル
ク
セ
ム
ブ
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ドイツ封建社会における城塞とシャテルニー
ル
ク
伯
○
員
く
。
ご
巨
〆
の
曰
宮
信
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
、
こ
の
年
に
ト
リ
ー
ル
大
司
教
教
会
に
帰
属
し
て
以
後
、
継
続
的
に
そ
の
所
有

（
７
）

下
に
あ
っ
た
。
次
に
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
に
関
し
て
、
こ
の
城
塞
は
上
述
し
た
ヘ
レ
ン
・
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ダ
ー
シ

ャ
イ
ト
の
本
拠
城
塞
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
貴
族
は
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
を
自
身
の
相
続
財
産
と
し
て
所
有
し
た
の
で
は
な
く
、
ル
ク

（
８
）

セ
ム
ブ
ル
ク
伯
か
ら
の
レ
ー
エ
ン
と
し
て
保
有
し
た
。
建
設
年
代
は
、
ル
ク
セ
ム
ブ
ル
ク
伯
が
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
を
ト
リ
ー
ル
大
司
教

（
９
）

に
対
し
て
喪
失
し
た
一
一
四
七
年
よ
り
も
後
の
十
一
一
世
紀
後
半
期
で
あ
り
、
Ｉ
・
ポ
ト
シ
ュ
因
・
Ｑ
ｍ
・
弓
は
も
っ
と
詳
細
に
十
一
一
世
紀
の

（
皿
）

末
年
、
つ
ま
り
ト
リ
ー
ル
大
司
教
ア
ー
ノ
ル
ト
ン
目
・
］
□
の
治
世
（
一
一
六
九
’
八
一
二
年
）
の
こ
と
と
推
定
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し

（
、
）

て
も
、
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
の
史
料
初
出
は
そ
の
直
後
の
一
一
一
○
一
年
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
の
城
主
ヘ
レ
ン
・
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
に
関
し
て
、
こ
の
貴
族
は
、
同
じ
く
南
ア
イ
フ
ェ
ル
地
域
の
エ

ヒ
タ
ー
ナ
ッ
ハ
団
三
①
目
四
○
声
修
道
院
の
下
級
フ
ォ
ー
ク
ト
ロ
員
①
亘
○
四
で
あ
り
、
他
方
で
当
修
道
院
の
上
級
フ
ォ
ー
ク
ト
○
ワ
＠
コ
○
四
は

（
皿
）

ル
ク
セ
ム
ブ
ル
ク
伯
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ヘ
レ
ン
・
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
は
エ
ヒ
タ
ー
ナ
ッ
ハ
修
道
院
の
フ
ォ
ー
ク
ト
職

（
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
）
を
ル
ク
セ
ム
ブ
ル
ク
伯
か
ら
レ
ー
エ
ン
と
し
て
保
有
す
る
そ
の
家
臣
で
あ
っ
た
。
こ
の
修
道
院
自
体
は
カ
ロ
リ
ン

グ
時
代
八
○
○
年
頃
に
既
に
、
カ
ー
ル
大
帝
の
息
子
カ
ー
ル
マ
ン
【
胃
盲
目
ロ
か
ら
土
地
を
贈
与
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
土
地
は
ラ
ウ
フ

ェ
ル
ト
ト
目
庁
］
Ｑ
を
中
心
と
し
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
、
ニ
ー
ダ
ー
エ
フ
リ
ン
ゲ
ン
並
び
に
オ
ー
バ
ー
エ
フ
リ
ン
ゲ
ン
ニ
①
□
の
Ｈ
１
巨
己

（
Ｂ
）

○
す
＠
ｓ
望
】
ロ
、
①
ロ
、
ギ
ッ
ペ
ラ
ー
ト
ロ
］
弓
①
国
呂
に
存
在
し
た
。
ヘ
レ
ン
・
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
ィ
ト
は
九
七
○
年
頃
以
降
、
こ
れ

ら
の
エ
ヒ
タ
ー
ナ
ッ
ハ
修
道
院
領
に
対
す
る
（
下
級
）
フ
ォ
ー
ク
ト
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
述
の
よ
う
に
十
二
世
紀
後

半
期
以
後
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
の
城
主
と
も
な
っ
た
へ
レ
ン
・
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
は
、
こ
の
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
（
フ
ォ
ー
ク
ト

の
権
利
義
務
、
地
位
、
職
）
権
力
に
加
え
て
城
主
と
し
て
の
地
位
を
も
獲
得
し
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
ヘ
レ
ン
・
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
本
来
の
家
系
は
そ
の
直
後
一
二
○
○
年
頃
に
断
絶
し
、
こ
れ
以
後
、
こ
の
家

（
ｕ
）

系
と
同
族
の
騎
士
た
る
へ
レ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ケ
ル
ペ
ン
西
①
ロ
の
己
く
・
ロ
寄
巳
①
ロ
が
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
ィ
ト
の
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
の
外
に
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エ
ヒ
タ
ー
ナ
ッ
ハ
修
道
院
領
に
対
す
る
（
下
級
）
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
等
、
ヘ
レ
ン
・
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
遣
領
を
継
承
し
、

（
胆
）

一
二
五
○
年
頃
に
ヘ
レ
ン
・
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
Ⅱ
ケ
ル
ペ
ン
な
る
特
別
の
家
系
を
創
設
し
た
。
こ
の
家
系
は
当
初
マ
ン

ダ
ー
シ
ャ
ィ
ト
と
オ
ー
バ
ー
ヵ
イ
ル
○
す
臼
亘
］
の
周
囲
に
小
規
模
な
所
領
を
持
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に

か
け
て
の
一
世
紀
の
う
ち
に
婚
姻
、
相
続
、
征
服
を
通
じ
て
多
く
の
支
配
権
を
掌
中
に
収
め
る
と
同
時
に
、
六
○
年
間
に
亙
っ
て
ス
タ

ブ
ロ
ー
Ⅱ
マ
ル
メ
デ
ィ
ー
、
白
匡
○
－
三
巳
曰
①
身
と
プ
リ
ュ
ム
勺
己
日
の
両
修
道
院
長
を
輩
出
し
た
。
こ
の
家
系
は
こ
の
よ
う
な
権
勢
あ

（
焔
）

る
地
位
を
基
礎
と
し
て
、
ア
イ
フ
ェ
ル
領
域
の
ほ
と
ん
ど
大
部
分
の
領
域
を
支
配
す
る
と
同
時
に
、
十
五
世
紀
の
中
葉
に
遂
に
帝
国
グ

（
Ⅳ
）

一
フ
ー
プ
身
分
へ
と
昇
格
さ
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

続
い
て
、
ヘ
レ
ン
・
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
と
同
族
の
へ
レ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ケ
ル
ペ
ン
に
関
し
て
、
こ
の
家
系
の
史
料
初
出

（
咀
）

は
一
一
一
一
一
六
年
で
あ
る
。
プ
リ
ュ
ム
の
聖
マ
リ
ー
エ
ン
修
道
院
の
【
・
冨
胃
宮
に
対
す
る
バ
ー
ゼ
ル
司
教
ア
ル
ベ
ロ
ー
ン
］
ワ
①
Ｒ
・
の
こ
の

年
の
贈
与
証
書
に
、
ジ
ゲ
ベ
ル
ト
、
祠
＠
す
①
耳
・
フ
ォ
ン
・
ケ
ル
ペ
ン
［
、
一
ｍ
①
す
①
目
二
①
寄
巳
⑦
己
の
］
な
る
者
が
か
つ
て
こ
の
修
道
院
に
、

（
四
）

非
自
由
人
と
共
に
グ
ン
デ
レ
ス
ト
ル
フ
［
○
目
。
①
§
（
・
鴎
］
の
士
地
一
マ
ン
ス
ス
を
贈
与
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
フ
ォ
ン
・
ケ

ル
ペ
ン
は
城
塞
ケ
ル
ペ
ン
寄
召
目
に
因
む
姓
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
城
塞
の
建
設
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
一
一
一
一
六
年
ま
で
に
は
建

設
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
筈
で
あ
る
。
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
の
位
置
は
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
か
ら
北
北
西
の
方
向
へ
約
二
五
ｍ
地
点

（
卯
）

の
ア
イ
フ
ェ
ル
地
域
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
叙
述
は
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の

ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
、
及
び
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
周
囲
に
形
成
さ
れ
た
城
主
の
支
配
権
が
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
と
し
て
把
握

さ
れ
る
か
ど
う
か
を
順
次
考
察
す
る
形
で
進
め
ら
れ
る
。
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こ
の
城
塞
が
二
四
七
年
に
ル
ク
セ
ム
ブ
ル
ク
伯
か
ら
ト
リ
ー
ル
教
会
の
手
に
移
行
し
た
こ
と
は
、
上
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の

城
塞
の
所
有
の
移
転
に
関
す
る
記
述
は
、
聖
マ
ク
シ
ミ
ン
、
［
・
二
貝
一
三
口
修
道
院
（
都
市
ト
リ
ー
ル
に
所
在
）
に
対
す
る
フ
ォ
ー
ク
タ

イ
を
巡
っ
て
、
ト
リ
ー
ル
大
司
教
ア
ル
ベ
ロ
ー
ン
］
ワ
臼
。
（
在
位
一
一
一
二
一
’
五
一
一
年
）
と
、
ナ
ム
ー
ル
ヱ
自
冒
並
び
に
ル
ク
セ
ム
ブ

ル
ク
の
伯
ハ
ィ
ン
リ
ッ
ヒ
○
頁
出
①
言
○
三
．
ご
Ｚ
臼
冒
巨
己
Ｆ
貝
の
曰
ウ
房
と
の
間
に
生
じ
た
争
い
に
平
和
を
樹
立
し
た
同
年
一
月
四
日

の
コ
ン
ラ
ー
ト
｜
二
世
毒
）
：
二
・
（
在
位
一
一
一
一
一
八
’
五
一
一
年
）
の
国
王
証
書
に
現
れ
る
。
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
〔
史

料
一
〕
「
：
・
・
朕
〔
国
王
コ
ン
ー
フ
ー
ト
三
世
〕
は
朕
と
朕
の
先
祖
た
ち
の
魂
の
救
い
の
た
め
に
、
ト
リ
ー
ル
教
会
と
大
司
教
に
〔
聖

マ
ク
シ
ミ
ン
〕
修
道
院
を
譲
与
し
か
つ
贈
与
し
た
。
そ
の
後
、
し
か
し
時
の
推
移
の
う
ち
に
、
ナ
ム
ー
ル
〔
と
ル
ク
セ
ム
ブ
ル
ク
〕
の

伯
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
が
こ
の
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
を
朕
〔
国
王
コ
ン
ラ
ー
ト
’
一
一
世
〕
に
求
め
か
つ
獲
得
し
た
。
ま
た
同
人
は
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
に

満
足
せ
ず
、
長
期
に
亙
っ
て
修
道
院
に
関
し
て
大
司
教
と
争
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
そ
の
故
に
、
全
司
教
区
が
強
奪
、
放
火
、
殺
人

に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
、
か
く
し
て
伯
と
そ
の
全
支
配
領
域
が
ロ
ー
マ
教
会
と
ト
リ
ー
ル
教
会
か
ら
破
門
の
判
決
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
、

上
記
の
伯
か
ら
そ
の
レ
ー
エ
ン
も
ま
た
朕
と
大
司
教
に
よ
っ
て
適
法
に
剥
奪
を
宣
告
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
す
べ
て
の
悪
事
は
止
み
、
朕

の
親
臨
に
よ
り
諸
侯
の
助
一
一
一
一
口
に
基
づ
い
て
、
「
朕
に
よ
っ
て
か
つ
朕
の
諸
侯
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
〔
フ
ラ
ン
ス
の
〕
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
修
道

院
長
閣
下
に
よ
っ
て
、
双
方
の
当
事
者
の
間
で
、
以
下
の
趣
旨
で
平
和
が
回
復
さ
れ
た
。
伯
は
あ
ら
ゆ
る
点
に
関
し
て
蹟
罪
を
し
つ
つ
、

大
司
教
に
再
び
誠
実
宣
誓
を
誓
約
し
、
ま
た
出
席
し
た
す
べ
て
の
人
々
の
面
前
で
大
司
教
に
修
道
院
を
放
棄
し
、
ま
た
す
べ
て
の
悪
巧

み
を
断
念
し
、
か
く
し
て
大
司
教
か
ら
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
城
塞
と
そ
れ
へ
の
付
帯
物
（
付
属
物
）
を
除
い
て
、
そ
の
レ
ー
エ
ン

を
受
領
し
か
つ
赦
免
を
受
け
た
：
：
：
頁
・
ロ
の
【
皀
曰
⑦
曰
。
：
（
旨
ｇ
§
の
。
巳
日
日
の
。
曰
曰
圏
三
・
日
月
昌
の
亘
・
・
・
』
①
胃
①
［
閏
・
言
冨
８
℃
・

局
、
官
三
①
【
『
＆
三
号
冨
冨
日
勺
・
召
８
局
：
ｐ
Ｃ
８
唾
旨
［
の
言
・
国
閨
目
・
◎
畳
圓
昌
の
切
言
①
【
・
二
三
｛
目
・
冨
国
の
目
目
の
８
日
。
の
Ｚ
四
‐

ニ
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
・
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
（
上
手
の
城
塞
）
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、

（
皿
）

【の】〔①（己の耳旨の貝】四四□】］］こ□」ｏ
●

曰
巨
８
口
留
め
□
Ｅ
二
○
ｐ
８
員
目
冒
、
呂
巨
。
Ｂ
【
旨
一
○
口
、
。
［
①
曰
己
○
円
①
Ｃ
の
目
色
】
［
○
旨
ご
自
○
宮
①
己
】
の
８
℃
○
二
の
＆
す
自
旨
・
の
巨
曰
■
の
８
宮
二
○
冒
已
①
［
○
白
、
①
己
】
の
‐

○
○
℃
四
白
匝
国
已
昌
の
ご
Ｃ
①
ご
ｓ
】
⑫
■
。
Ｂ
旨
】
＆
】
の
口
①
の
言
冒
①
円
①
［
曰
の
【
○
○
日
の
ｍ
の
一
（
。
白
〔
四
Ｈ
ｍ
ｍ
ｐ
四
四
宛
○
日
四
二
四
①
芹
宮
①
昌
民
①
ロ
の
】
の
○
○
］
①
の
旨
四
目
四
ｓ
の
白
皀
尉
、
①
口
‐

［
の
ご
［
一
四
［
の
ロ
の
■
の
〔
巨
円
①
（
す
の
ロ
の
國
○
旨
、
ロ
四
℃
Ｒ
①
Ｑ
〕
Ｃ
［
○
○
○
自
己
【
】
四
己
○
ヶ
】
の
①
【
四
ヶ
四
円
○
す
」
の
己
】
の
○
○
℃
。
①
、
の
①
ご
【
一
①
、
】
〔
一
口
〕
①
回
す
】
ロ
ロ
】
○
昌
四
臣
〔
（
回
ご
〔
四
○
①
、
の
國
閂
の
戸
口
ロ
四
’

一
】
ｏ
旨
四
Ｑ
ｂ
Ｒ
①
の
①
ご
【
旨
曰
口
○
の
口
四
日
の
〆
○
○
口
の
】
］
一
○
℃
二
口
Ｃ
】
ロ
ー
Ｒ
ご
己
口
勗
昌
円
四
Ｐ
巨
＠
ｍ
で
胃
自
巨
①
、
［
四
Ｑ
■
○
○
四
国
・
閂
］
］
】
ｏ
』
国
Ｐ
ロ
①
○
℃
の
Ｒ
ｍ
員
＠
ｓ
巨
旨
四
○
］
①
【
ロ
の
ご
［
旨

己
の
【
己
。
、
①
（
己
①
円
己
］
目
ｏ
］
で
①
の
ロ
○
ｍ
〔
８
ｍ
の
［
己
の
Ｒ
Ｑ
ｏ
己
冒
目
＆
す
呉
①
曰
○
］
閂
①
目
一
一
①
己
の
①
目
】
員
①
円
①
○
の
声
○
○
自
己
○
℃
目
の
、
ロ
の
ご
口
冒
［
Ｐ
Ｃ
○
日
の
、
己
①
Ｒ

ｏ
冒
已
四
ｍ
畳
の
註
Ｃ
】
の
ロ
、
胃
Ｃ
宮
①
ｐ
ｍ
８
で
○
円
①
旨
国
已
【
の
】
國
二
①
一
言
（
①
曰
①
【
三
①
Ｂ
三
［
①
一
宮
ロ
①
、
①
三
色
○
日
ご
旨
白
已
昌
＆
ず
の
巳
昌
弓
冨
冨
曰
の
〔
○
円
目
＠
日

回
す
の
［
旨
昌
凹
昌
〔
Ｑ
①
の
四
○
四
盲
目
ご
己
四
目
①
（
の
】
○
四
ウ
閏
○
亘
の
ロ
の
○
○
℃
。
Ｒ
の
ｏ
の
目
｛
ず
①
ロ
の
國
○
旨
曰
の
巨
巨
円
自
の
（
画
す
、
○
一
口
（
】
○
己
①
曰
の
〆
○
①
己
Ｓ
○
四
の
宮
○
二
①
二
自
画
ご
□
①
］
の
‐

こ
の
証
書
に
よ
れ
ば
、
国
王
コ
ン
ラ
ー
ト
三
世
は
自
身
の
修
道
院
（
帝
国
修
道
院
）
た
る
聖
マ
ク
シ
ミ
ン
修
道
院
を
ト
リ
ー
ル
大
司

教
に
譲
与
し
、
他
方
で
当
修
道
院
に
対
す
る
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
を
、
求
め
に
応
じ
て
ル
ク
セ
ム
ブ
ル
ク
伯
に
与
え
た
が
、
ル
ク
セ
ム
ブ
ル

ク
伯
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
は
こ
れ
に
満
足
せ
ず
に
修
道
院
そ
の
も
の
を
要
求
し
て
大
司
教
ア
ル
ベ
ロ
ー
と
フ
ェ
ー
デ
を
行
い
、
ト
リ
ー
ル
司

教
区
を
荒
廃
さ
せ
た
。
さ
ら
に
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
は
破
門
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
の
に
加
え
て
、
国
王
か
ら
の
レ
ー
エ
ン
と
大
司
教
か
ら
の

レ
ー
エ
ン
を
剥
奪
さ
れ
た
が
、
恭
順
の
意
を
示
し
た
た
め
に
、
大
司
教
か
ら
「
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
城
塞
と
そ
れ
へ
の
付
帯
物
（
付

属
物
）
己
の
三
二
目
冨
を
除
い
て
」
レ
ー
エ
ン
を
再
び
返
還
さ
れ
た
と
。
か
く
し
て
、
こ
の
時
の
和
平
交
渉
の
成
功
に
よ
っ
て
ハ
ィ
ン
リ

ッ
ヒ
は
大
司
教
の
た
め
に
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
城
塞
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
司
教
ア
ル
ベ
ロ
ー
は
ヴ
ィ
ッ
ト
リ

ッ
ヒ
三
三
ｓ
峡
谷
を
確
保
す
る
た
め
に
、
既
に
一
一
四
一
一
一
／
四
四
年
に
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
南
南
東
約
一
六
ｍ
地
点
に
ノ
イ
ア
ー

（
皿
）

ブ
ル
ク
ヱ
の
口
の
＆
巨
信
城
塞
の
建
設
に
着
手
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
大
司
教
は
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
城
塞
の
獲
得
に
よ
っ
て
、
初
め

て
ア
イ
フ
ェ
ル
の
領
域
で
、
自
身
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
利
益
を
誇
示
し
防
衛
す
る
た
め
の
二
つ
の
城
塞
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
の
問
題
と
の
関
連
で
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
「
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
城
塞
と
そ
れ
へ
の
付
帯
物
（
付
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ドイツ封建社会における城塞とシヤテルニー
属
物
）
己
の
三
二
①
三
四
」
の
記
述
が
注
目
さ
れ
る
。
己
の
三
二
①
二
四
の
語
は
「
城
塞
に
付
属
す
る
領
域
」
な
い
し
「
城
塞
区
」
を
意
味
し
、
し

（
羽
）

た
が
っ
て
「
城
塞
に
付
属
す
る
支
配
領
域
」
、
な
い
し
シ
ャ
ー
ナ
ル
ニ
ー
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

ル
ク
セ
ム
ブ
ル
ク
伯
ハ
ィ
ン
リ
ッ
ヒ
に
よ
る
「
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
ィ
ト
の
城
塞
と
そ
れ
へ
の
付
帯
物
（
付
属
物
）
己
の
三
口
①
呂
四
」
の
放

棄
に
関
す
る
記
述
は
、
そ
の
後
教
皇
エ
ウ
ゲ
ニ
ウ
ス
’
一
一
世
口
后
①
三
ｍ
曰
が
ア
ル
ベ
ロ
ー
の
次
の
大
司
教
ヒ
リ
ン
四
】
］
］
旨
（
在
位
一
一

（
型
）

五
一
一
’
六
九
年
）
に
対
し
て
ト
リ
ー
ル
教
会
の
特
権
と
所
領
を
確
認
し
た
証
書
、
さ
ら
に
教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
一
一
一
世
、
］
・
白
・
局
白
・
が
大

司
教
ヨ
ー
ハ
ン
｜
世
］
・
冨
自
［
。
（
在
位
一
一
八
九
’
’
二
一
一
一
年
）
に
対
し
て
、
や
は
り
ト
リ
ー
ル
教
会
の
特
権
と
所
領
を
確
認
し
た

と
こ
ろ
で
、
し
か
し
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
城
塞
の
ト
リ
ー
ル
教
会
へ
の
帰
属
が
確
定
し
た
後
に
な
っ
て
も
な
お
、
ル
ク
セ
ム
ブ
ル

ク
伯
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
城
塞
を
断
念
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
大
司
教
ア
ル
ベ
ロ
ー
の
死
後
再
び
こ
の
城
塞
を
占
領
し
、
後
継
大
司

教
ヒ
リ
ン
は
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
と
の
長
期
に
及
ぶ
対
決
の
後
に
、
よ
う
や
く
こ
の
城
塞
を
ト
リ
ー
ル
教
会
の
た
め
に
最
終
的
に
確
保
す
る

（
妬
）

こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
の
状
況
を
伝
え
て
い
る
の
が
、
「
ト
リ
ー
ル
の
人
々
の
事
績
○
①
の
白
写
①
ぐ
①
【
・
目
白
』
の
次
の
記
述
で
あ
る
。
〔
史

料
二
〕
「
：
。
〔
大
司
教
ヒ
リ
ン
は
〕
こ
の
優
れ
た
才
能
に
よ
っ
て
、
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
〔
一
世
〕
が
ト
リ
ー
ル
に
滞
在
し
た

時
に
、
国
土
で
多
く
の
災
い
が
生
じ
る
原
因
と
な
っ
た
聖
マ
ク
シ
ミ
ン
修
道
院
を
、
遺
言
書
に
よ
っ
て
か
つ
金
印
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ

た
も
の
と
し
て
同
皇
帝
か
ら
獲
得
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
才
能
に
よ
っ
て
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
城
塞
の
故
に
〔
ト
リ
ー
ル
〕
司
教
区

に
比
較
的
し
ば
し
ば
侵
入
し
よ
う
と
試
み
る
ナ
ム
ー
ル
並
び
に
ル
ク
セ
ム
ブ
ル
ク
の
伯
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
を
打
ち
負
か
し
、
賢
明
に
も
祖

国
の
国
境
か
ら
追
い
出
し
た
．
：
国
】
二
・
房
胃
弓
房
呂
三
田
三
ｓ
・
巨
皀
ｏ
自
。
②
四
①
（
写
①
す
員
弓
冨
９
日
、
目
・
〔
］
二
塁
員
官
・
□
目

曰
巨
言
自
四
一
四
・
・
三
ｍ
の
爲
目
［
旨
【
①
園
》
（
の
⑰
国
日
①
貝
・
の
国
貝
①
。
、
垣
］
一
・
８
二
目
冒
巳
の
三
①
（
の
巨
・
８
ｍ
ｍ
・
弓
ｇ
三
ｍ
・
三
目
】
【
・
出
】
の
①
冨
曰
国
①
旨
‐

国
目
白
８
三
ｏ
Ｂ
ｚ
自
巨
§
…
の
二
二
国
の
］
す
鋸
①
巨
の
ｏ
Ｂ
ｐ
。
二
三
園
・
雪
８
冑
。
貴
８
宮
白
日
畳
三
目
三
：
三
三
§
三
①
囚
（

①
［
＆
①
胃
①
ロ
已
已
・
宮
［
目
①
の
畳
①
貝
①
Ｈ
ｇ
の
四
（
」
。
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
城
塞
（
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
）
の
帰
趨
を
巡
る
ア
ル
ベ
ロ
ー
と
上

（
笏
）

証
書
に
劃
ｂ
登
場
す
る
。
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リ
ン
の
両
ト
リ
ー
ル
大
教
と
ル
ク
セ
ム
ブ
ル
ク
伯
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
と
の
行
動
は
、
こ
の
城
塞
が
ア
イ
フ
ェ
ル
領
域
で
支
配
権
を
扶
植
す

る
の
に
死
活
的
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
両
勢
力
が
互
い
に
引
く
に
引
け
な
い
角
逐
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
の
城
塞
は
最
終
的
に
ト
リ
ー
ル
教
会
が
掌
握
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
や
が
て
十
三
世
紀
初
頭
に

作
成
さ
れ
た
「
ト
リ
ー
ル
大
司
教
と
教
会
の
年
次
収
入
台
帳
回
す
の
Ｈ
ｇ
目
］
盲
目
冒
冒
曰
昌
三
①
胃
８
口
の
（
①
○
○
］
①
、
】
①
ゴ
①
弓
①
量
、
」
に
お

い
て
、
ト
リ
ー
ル
教
会
の
七
つ
の
国
士
城
塞
巨
己
①
の
盲
信
目
の
一
つ
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
こ
の
『
ト
リ
ー
ル
大

司
教
と
教
会
の
年
次
収
入
台
帳
』
（
以
下
「
年
次
収
入
台
帳
』
と
略
記
）
を
手
掛
り
と
し
て
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
オ
ー
バ
ー
ブ
ル

ク
に
つ
い
て
、
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
の
問
題
を
考
察
し
て
み
た
い
。

最
初
に
、
『
年
次
収
入
台
帳
』
に
つ
い
て
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
領
域
で
城
主
た
る
大
司
教
が
保
持
し
た
直
轄
領
（
グ
ル
ン
ト
ヘ

ル
シ
ャ
フ
ト
）
に
関
す
る
記
述
を
見
て
お
き
た
い
。
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
〔
史
料
三
〕
「
荘
園
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
ィ
ト
［
○
日
‐

房
曰
目
＆
］
の
○
三
［
］
で
は
、
大
司
教
は
一
一
マ
ン
ス
ス
（
フ
ー
フ
ェ
）
を
持
つ
。
そ
の
う
ち
一
○
マ
ン
ス
ス
の
各
々
は
、
五
月
に
最
初

の
収
穫
か
ら
一
二
プ
フ
ン
ト
、
次
の
収
穫
か
ら
一
一
○
プ
フ
ェ
ー
ー
ッ
ヒ
を
支
払
う
。
さ
ら
に
各
マ
ン
ス
ス
は
聖
レ
ミ
ギ
ウ
ス
［
宛
ｏ
二
ｍ
言
］

の
祝
日
〔
一
○
月
一
日
〕
に
、
一
一
一
ス
ム
ベ
リ
ー
ヌ
ス
［
目
目
す
の
『
旨
こ
の
］
の
カ
ラ
ス
麦
を
支
払
い
、
ま
た
そ
の
時
、
牛
一
一
一
（
四
）
頭
と

大
司
教
の
葡
萄
酒
を
運
ぶ
た
め
の
使
者
一
名
を
提
供
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
各
マ
ン
ス
ス
は
樽
に
篭
を
巻
き
つ
け
る
た
め
に
ニ
プ
フ

ェ
ニ
ッ
ヒ
を
納
め
る
べ
し
。
さ
ら
に
、
主
の
待
降
節
に
、
各
マ
ン
ス
ス
は
四
フ
ー
ダ
ー
［
・
胃
日
日
］
の
薪
と
四
○
の
コ
ル
ク
：
．
．
：

を
納
め
る
べ
し
。
さ
ら
に
、
聖
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
［
ぬ
。
、
唇
冨
已
］
の
祝
日
〔
一
一
一
月
一
一
六
日
〕
に
、
各
マ
ン
ス
ス
は
、
そ
の
村
の
升
で

四
マ
ル
タ
ー
［
自
邑
白
白
］
の
カ
ラ
ス
麦
と
パ
ン
’
六
個
を
支
払
う
べ
し
。
ま
た
復
活
祭
に
、
雌
の
鶏
四
羽
と
卵
一
一
○
個
を
支
払
う
く

し
百
○
目
ｏ
：
三
一
ｍ
○
三
〔
宮
ウ
の
（
胃
。
宮
の
冨
・
・
皀
切
・
×
［
白
目
の
・
の
ロ
・
已
曰
・
×
・
昌
一
号
の
二
口
白
巴
・
目
目
・
四
目
・
唾
・
旨
・
［
・
曰
．
ｍ
・
言
。
②
、
⑩
‐

２
己
○
目
二
○
・
〆
×
．
。
①
二
・
国
（
・
Ｐ
昌
一
弓
①
ロ
ー
符
の
｛
。
宛
①
曰
垣
】
の
○
一
巳
〔
・
×
く
閂
・
冒
冒
ウ
Ｈ
一
局
目
①
ロ
①
①
［
・
閂
自
。
（
・
閂
二
）
ウ
。
□
①
の
曰
ご
○
官
①
の
国
ウ
】
（
①
［
二
目
［
Ｅ
曰

己
＆
ご
ｏ
三
目
二
目
胃
・
亘
。
胃
８
己
］
・
戸
倉
］
弓
①
二
三
二
巳
○
二
３
・
己
目
⑫
二
ｍ
目
ｇ
・
閂
二
：
ｓ
ｏ
冒
已
・
皀
已
Ｐ
巨
二
ｏ
二
三
二
二
・
閏
‐
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国
国
、
］
】
、
二
○
旨
白
の
【
・
〆
閂
・
８
己
８
⑫
…
・
…
…
…
戸
旨
汀
⑫
【
。
⑫
。
、
［
の
ご
冨
昌
口
已
］
ず
①
扇
。
］
巨
①
［
□
巨
冒
○
円
目
四
］
Ｑ
Ｂ
目
①
口
の
白
①
ロ
の
日
①
】
一
一
一
旨
、
昌
一
］
の
①
（

（
羽
）

。
×
ぐ
［
ご
目
①
の
…
．
：
．
：
冒
宮
ｏ
ラ
ョ
空
］
］
］
目
の
①
Ｆ
】
輿
６
巨
Ｐ
」
。
こ
の
記
述
か
ら
、
大
司
教
は
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
荘
園
に
お
い
て
保

持
す
る
ニ
マ
ン
ス
ス
の
土
地
を
農
民
に
貸
与
し
、
こ
れ
に
対
し
て
マ
ン
ス
ス
保
有
農
民
は
一
年
の
様
々
な
時
期
に
貨
幣
ま
た
は
様
々

な
形
態
で
の
現
物
で
貢
租
を
支
払
っ
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
ま
た
、
念
の
た
め
に
一
一
一
一
口
え
ば
、
明
ら
か
に
領
主
直
営
地
や
そ
こ
で
の
農

民
に
よ
る
夫
役
労
働
に
関
す
る
記
述
は
全
く
現
れ
な
い
の
で
、
こ
の
荘
園
形
態
は
直
営
地
型
荘
園
で
は
な
く
、
地
代
荘
園
な
い
し
純
粋

荘
園
で
あ
る
。
こ
こ
に
直
営
地
型
荘
園
制
か
ら
地
代
荘
園
制
な
い
し
純
粋
荘
園
制
へ
の
移
行
が
看
取
さ
れ
る
。
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の

荘
園
の
外
に
、
大
司
教
は
ロ
ー
シ
ャ
ィ
ト
宛
。
、
ｇ
ｏ
】
｛
、
ラ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
巨
己
の
＆
①
亘
［
Ｐ
目
、
言
昌
の
一
［
］
、
ダ
ー
レ
ム
ロ
目
］
①
白
に
も

（
羽
）

荘
園
領
主
的
権
利
（
農
民
保
有
地
）
を
持
ち
、
さ
ら
に
メ
リ
ッ
ヒ
ニ
①
臣
亘
［
三
⑦
］
］
一
・
言
］
で
森
林
の
半
分
を
所
有
し
て
い
た
。
こ
の

（
釦
）

よ
う
に
ト
リ
ー
ル
大
司
教
は
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ｉ
ｒ
の
領
域
で
密
度
が
高
い
所
領
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
の
視
角
か
ら
見
て
重
要
な
大
司
教
の
裁
判
権
・
罰
令
権
に
関
す
る
記
述
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
〔
史
料
四
〕
「
さ
ら
に

当
地
の
罰
令
区
［
宮
目
巨
、
］
に
住
む
者
は
誰
で
あ
れ
、
鋤
を
持
つ
者
は
、
年
に
三
日
大
司
教
の
土
地
を
耕
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
同

罰
令
区
に
住
む
者
は
誰
で
あ
れ
、
収
穫
の
た
め
に
か
つ
干
草
を
堆
積
す
る
た
め
に
、
年
に
一
一
一
日
奉
仕
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
年
に
三
度

の
裁
判
集
会
に
立
会
人
と
し
て
参
加
す
べ
き
で
あ
る
。
ざ
ら
に
上
記
の
〔
大
司
教
の
〕
マ
ン
ス
ス
〔
保
有
農
民
〕
の
各
々
は
、
聖
レ
ミ

ギ
ウ
ス
の
祝
日
と
主
の
誕
生
日
の
間
の
時
期
に
、
一
人
の
従
属
民
と
し
て
の
奉
仕
を
、
一
二
日
間
独
自
の
費
用
で
、
罰
令
区
の
境
界
の

内
部
で
［
旨
言
（
①
自
旨
・
の
冨
三
］
提
供
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
司
教
が
必
要
と
考
え
た
な
ら
ば
、
そ
の
〔
Ⅱ
罰
令
区
の
〕
境

界
の
外
部
で
［
の
〆
目
［
①
日
旨
・
巳
｝
］
・
の
］
提
供
す
べ
き
で
あ
る
。
一
一
月
に
そ
れ
だ
け
の
日
数
奉
仕
す
る
義
務
を
負
い
、
五
月
に
同
じ
こ
と

を
す
べ
し
卑
①
［
①
Ｈ
ｇ
声
・
己
自
己
】
三
］
］
・
冨
目
○
日
目
①
呂
巨
Ｂ
Ｐ
二
旨
の
二
已
胃
四
日
目
宮
す
①
〔
・
三
宮
の
＆
①
言
の
ご
画
目
。
②
四
・
の
昌
○
宮
①
胃
８
℃
】

胃
呂
】
〔
・
閂
［
の
Ｂ
Ｐ
Ｅ
罠
す
①
（
旨
①
ｏ
Ｑ
ｏ
曰
す
目
ロ
○
日
目
①
己
の
己
曰
①
［
８
ｓ
曰
①
［
己
苛
目
目
８
＆
ｏ
①
冒
目
昌
冒
三
宮
の
ｓ
ｏ
宮
の
の
①
［
巳
①
（
・
①
〔
三
四
℃
百
○
】
国

白
目
目
○
℃
○
ｍ
の
苞
①
宮
昌
・
…
…
…
・
閂
（
①
目
官
の
＆
Ｏ
Ｓ
日
日
白
目
の
。
已
曰
Ｐ
三
］
】
す
①
【
】
員
の
Ｒ
詩
の
白
目
内
①
目
一
四
一
①
｛
目
白
］
の
Ｑ
○
日
目
】
＆
亘
［
、
の
曰
］
〔
盲
目
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ロ
昌
冨
彦
○
員
屋
曰
、
。
×
目
・
＆
の
宮
、
旨
官
○
頁
届
①
岳
①
□
の
四
旨
守
四
（
①
ｐ
ご
冒
○
の
冨
目
一
・
ｍ
①
二
ｍ
】
の
〆
百
四
（
①
】
且
旨
。
Ｅ
］
］
○
の
胃
ｏ
宮
の
□
】
の
８
宮
の
ロ
①
。
①
の
、
①
言
ワ
回
①
‐

（
皿
）

二
［
・
閂
ロ
訂
す
【
９
国
Ｏ
Ｓ
（
＆
＠
ｍ
ｍ
の
旨
］
Ｒ
①
（
の
ロ
の
昌
貝
ご
曰
昌
○
己
①
日
毎
Ｃ
】
の
貝
・
」
。

先
ず
「
同
罰
令
区
に
住
む
者
は
誰
で
あ
れ
、
：
：
・
年
に
一
一
一
度
の
裁
判
集
会
に
立
会
人
と
し
て
参
加
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う

記
述
は
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
罰
令
区
の
全
住
民
が
裁
判
集
会
民
で
あ
り
、
か
く
し
て
こ
の
罰
令
区
が
同
時
に
裁
判
区
で
も
あ
る
こ

（
犯
）

と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
ま
た
「
年
に
一
二
度
の
裁
判
集
会
」
と
は
定
期
の
高
級
裁
判
集
会
、
つ
ま
り
高
級
裁
判
所
を
意
味
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
記
述
に
現
れ
る
冨
目
房
と
は
高
級
裁
判
区
な
い
し
高
級
裁
判
権
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
、
さ
ら
に
「
罰
令
区

の
境
界
の
内
部
で
」
あ
る
い
は
「
そ
の
〔
Ⅱ
罰
令
区
の
〕
境
界
の
外
部
で
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
言
目
巨
の
が
「
境
界
」
（
寓
目
曰
Ⅱ

（
鋼
）

主
格
）
を
持
つ
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
Ａ
・
レ
ナ
ル
ッ
Ｐ
①
自
画
目
も
ま
た
指
摘
す
る
よ
う
に
、
明
確
に
境
界
設
定
さ
れ
た
領
域
で
あ
る

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
次
に
、
罰
令
区
の
住
民
に
関
し
て
、
「
罰
令
区
に
住
む
者
は
誰
で
あ
れ
」
の
文
言
と
「
〔
大
司
教
の
〕
マ
ン
ス

ス
〔
保
有
農
民
〕
の
各
々
は
」
の
文
言
は
、
大
司
教
の
マ
ン
ス
ス
保
有
農
民
と
そ
れ
以
外
の
農
民
の
間
に
区
別
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
区
別
は
、
上
の
記
述
か
ら
、
次
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
大
司
教
の
マ
ン
ス
ス
保
有

農
民
で
あ
れ
、
そ
れ
以
外
の
領
主
の
支
配
に
服
す
る
農
民
で
あ
れ
、
お
よ
そ
罰
令
区
の
中
に
住
む
す
べ
て
の
住
民
は
、
年
に
一
一
一
日
収
穫

の
義
務
と
干
草
を
堆
積
す
る
義
務
及
び
年
に
三
度
の
裁
判
集
会
参
加
義
務
を
負
担
し
、
さ
ら
に
そ
の
住
民
の
う
ち
鋤
を
持
つ
す
べ
て
の

者
は
年
に
一
一
一
日
大
司
教
の
土
地
を
耕
作
す
る
義
務
を
負
担
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
司
教
の
マ
ン
ス
ス
保
有
農
民
は
こ
れ
ら
の
義
務

の
外
に
、
従
属
民
と
し
て
の
奉
仕
を
自
弁
で
年
に
一
二
日
間
行
う
義
務
、
及
び
〔
史
料
一
一
一
〕
で
述
べ
た
貢
租
を
大
司
教
に
提
供
す
る
義

務
を
負
担
し
た
と
。
し
た
が
っ
て
、
大
司
教
の
マ
ン
ス
ス
保
有
農
民
は
荘
園
従
属
民
と
し
て
の
義
務
に
加
え
て
、
さ
ら
に
罰
令
区
の
住

民
と
し
て
の
義
務
と
い
う
一
一
重
の
義
務
を
負
担
し
た
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
大
司
教
は
自
身
の
荘
園
従
属
民
に
対
し
て
荘
園

領
主
権
と
罰
令
権
・
高
級
裁
判
権
を
同
時
に
行
使
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
大
司
教
は
そ
れ
以
外
の
罰
令
区
住
民
に
対
し
て
は
罰
令
権
・

高
級
裁
判
権
の
み
を
行
使
し
た
。
要
す
る
に
、
以
上
の
点
に
、
罰
令
権
・
高
級
裁
判
権
つ
ま
り
バ
ン
領
主
権
は
荘
園
従
属
民
に
対
し
て
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『
年
次
収
入
台
帳
』
に
は
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
領
域
を
含
め
て
全
部
で
三
七
の
ト
リ
ー
ル
司
教
区
内
の
領
域
に
お
け
る
大
司
教
の
諸

権
利
と
毎
年
の
収
入
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
Ａ
・
レ
ナ
ル
ッ
は
記
録
さ
れ
て
い
る
諸
領
域
の
所
領
構
造
の
一
般
的
な
シ
ェ
ー
マ
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
村
落
が
中
心
を
構
成
し
、
そ
の
周
囲
に
、
三
つ
の
支
配
領
域
、
す
な
わ
ち
耕
地
・
牧
草
地
・
葡
萄
畑
・

（
弧
）

菜
園
か
ら
な
る
規
則
的
に
耕
作
さ
れ
た
土
地
、
境
界
設
定
さ
れ
た
森
林
と
水
流
（
河
川
湖
沼
）
、
最
後
に
四
割
令
区
が
横
た
わ
る
と
い
う
。

〈
妬
）

ま
た
罰
令
区
は
、
境
界
設
定
さ
れ
た
森
林
と
水
流
の
領
域
の
外
側
に
位
置
す
る
。
こ
の
所
領
構
造
は
、
正
に
バ
ン
領
主
権
が
荘
園
従
属

民
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
域
を
越
え
て
そ
れ
以
外
の
罰
令
区
住
民
に
対
し
て
も
行
使
さ
れ
る
支
配
権
で
あ
っ
た
こ
と
と
相
即

的
な
関
係
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
で
は
、
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
に
接
続
し
て
村
落
オ
ー
バ
ー

マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
ィ
ト
○
ず
の
目
目
量
唾
・
亘
已
が
成
立
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
村
落
が
Ａ
・
レ
ナ
ル
ッ
が
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
中
心
村
落
」

（
釦
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
構
成
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
『
年
次
収
入
台
帳
』
に
、
「
従
属
す
る
諸
村
落
か
ら
の
雌
の
鶏
四
○
羽
、
卵
一
一
○
○
個
と
共
に
２
日

巳
］
］
】
の
切
弓
の
①
巴
の
三
宮
の
。
×
Ｆ
・
忠
］
］
旨
①
・
・
巨
・
白
日
・
ｏ
ｎ
・
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
傍
点
Ⅱ
筆
者
）
、
オ
ー
バ
ー
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
以

（
釘
）

外
の
村
落
も
ま
た
、
大
司
教
の
支
配
権
に
服
し
て
い
た
。

次
に
、
こ
の
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
（
村
落
オ
ー
バ
ー
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
を
も
含
む
）
荘
園
及
び
罰
令
区
は
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ

ト
の
城
塞
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。
先
ず
『
年
次
収
入
台
帳
』
の
中
で
、
マ
ン
ダ
ー

（
犯
）

シ
ャ
ィ
ト
に
お
け
る
大
司
教
の
収
入
に
関
す
る
節
に
お
い
て
は
、
城
塞
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
に
関
す
る
記
述
は
全
く
現
れ
な
い
。
城
塞
に

つ
い
て
の
記
述
は
、
「
建
設
官
職
・
蔑
○
盲
目
ｇ
］
三
」
に
関
す
る
節
に
続
い
て
設
け
ら
れ
た
城
塞
に
独
自
の
節
に
、
纏
ま
っ
た
形
で
登
場

す
る
。
し
か
し
、
こ
の
節
で
は
、
所
謂
国
士
城
塞
に
つ
い
て
、
城
塞
守
備
隊
の
毎
年
の
勤
務
の
開
始
時
期
、
城
塞
守
備
隊
に
対
し
て
大

司
教
が
行
っ
た
支
出
、
守
備
隊
の
人
数
に
つ
い
て
の
記
述
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
お
り
、
城
塞
の
機
能
や
そ
の
周
辺
領
域
に
お
け
る
大

く
示
さ
れ
て
い
る
。

行
使
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
域
を
越
え
て
そ
れ
以
外
の
罰
令
区
住
民
に
対
し
て
も
行
使
さ
れ
る
支
配
権
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
遺
憾
な
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（
羽
）

司
教
の
支
配
権
に
つ
い
て
の
記
述
は
皆
無
で
あ
る
。
国
土
城
塞
と
は
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
ィ
ト
の
外
に
、
エ
ー
レ
ン
ブ
ー
フ
ィ
ト
シ
ュ
タ
ィ

ン
ロ
胃
①
弓
［
の
〕
国
①
旨
、
グ
リ
ム
ブ
ル
ク
○
口
曰
宮
侭
、
ザ
ー
ル
ブ
ル
ク
、
目
［
盲
信
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
ヴ
ィ
リ
ッ
ヒ
ミ
の
］
②
ｇ
三
一
｝
一
ｍ
、
ノ
ィ
ァ
ー

（
佃
）

ブ
ル
ク
・
パ
イ
・
ウ
ィ
ッ
ト
リ
ッ
ヒ
Ｚ
①
巳
①
『
す
巨
信
ワ
①
】
二
三
三
、
ア
ラ
ス
ン
ロ
・
眉
の
七
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
土
城
塞
の
う
ち
ザ
ー

（
虹
）

ル
ブ
ル
ク
城
塞
の
み
が
城
塞
周
囲
の
領
域
の
所
領
管
理
の
中
、
心
と
し
て
現
れ
る
。
以
上
の
事
実
を
踏
ま
え
て
、
Ｉ
・
ポ
ト
シ
ュ
は
「
ザ
ー

ル
ブ
ル
ク
を
除
け
ば
、
い
ず
れ
の
国
士
城
塞
も
行
政
の
地
域
的
中
心
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
」
と
述
べ
、
城
塞
と
そ
の
周
辺
領
域
に
お

（
妃
）

け
る
大
司
教
の
支
配
権
の
関
係
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
て
い
る
。
他
方
で
、
Ａ
・
レ
ナ
ル
ッ
に
よ
れ
ば
、
そ
ｊ
じ
そ
ｊ
ｂ
『
年
次
収
入
台
帳
』

に
は
書
き
記
し
て
い
な
い
事
柄
が
目
立
ち
、
こ
の
空
白
は
極
め
て
大
き
く
、
ト
リ
ー
ル
教
会
の
領
国
の
規
模
を
よ
り
正
確
に
確
定
す
る

（
蝿
）

こ
と
を
最
初
か
ら
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
ｊ
ｂ
し
「
年
次
収
入
台
帳
」
が
ト
リ
ー
ル
教
会
の
領
国
の
完
全
な
叙
述
を
与
え

よ
う
と
意
図
し
た
と
し
た
な
ら
ば
、
さ
ら
に
な
お
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
の
城
塞
と
都
市
に
特
別
の
注
意
を
向
け
、
城
塞
周
辺
領
域
と
都
市
周

辺
領
域
を
詳
細
に
論
じ
た
に
相
違
な
い
と
い
う
。
Ａ
・
レ
ナ
ル
ッ
の
こ
の
指
摘
は
、
城
塞
と
そ
の
周
辺
領
域
に
お
け
る
大
司
教
の
支
配

権
の
間
に
関
連
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

我
々
は
こ
の
関
連
で
、
上
述
の
〔
史
料
一
〕
を
想
起
し
た
い
。
こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
大
司
教
ア
ル
ベ
ロ
ー
は
二
四
七
年
に
国
王

コ
ン
ラ
ー
ト
三
世
の
仲
裁
の
下
で
、
ル
ク
セ
ム
ブ
ル
ク
伯
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
か
ら
「
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
城
塞
〔
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
〕

と
そ
れ
へ
の
付
帯
物
（
付
属
物
）
巳
①
寓
言
已
四
」
を
獲
得
し
、
そ
れ
以
来
こ
の
城
塞
と
「
付
帯
物
（
付
属
物
）
己
①
三
口
の
三
四
」
は
ト
リ
ー

ル
教
会
の
所
有
物
と
な
っ
た
。
同
じ
く
そ
の
際
述
べ
た
よ
う
に
、
「
付
帯
物
（
付
属
物
）
で
①
三
口
①
三
四
」
の
用
語
は
「
城
塞
に
付
属
す
る

領
域
」
、
「
城
塞
区
」
、
「
城
塞
に
付
属
す
る
支
配
領
域
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
り
明

ら
か
に
な
っ
た
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
荘
園
及
び
罰
令
区
は
城
塞
周
囲
の
支
配
領
域
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
〔
史
料
一
〕
で
語
ら
れ
て

（
“
）

い
る
「
城
塞
に
付
属
す
る
支
配
領
域
」
と
し
て
の
「
付
帯
物
（
付
属
物
）
己
の
寓
目
・
呂
四
」
に
対
応
す
る
と
解
釈
し
て
よ
い
筈
で
あ
る
。

ま
た
し
た
が
っ
て
「
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
城
塞
〔
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
〕
と
そ
れ
へ
の
付
帯
物
（
付
属
物
）
己
①
昼
ご
ｏ
三
四
」
の
表
現
は
、
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ドイツ封建社会における城塞とシヤテルニー
こ
の
城
塞
が
付
帯
物
（
付
属
物
）
、
換
言
す
る
な
ら
ば
周
辺
の
荘
園
及
び
罰
令
区
つ
ま
り
支
配
領
域
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
念
の
た
め
に
一
一
一
一
口
え
ば
、
こ
の
場
合
の
中
心
と
は
、
そ
こ
か
ら
城
塞
の
始
原
的
な
機
能

た
る
保
護
権
力
が
行
使
さ
れ
る
と
い
う
意
味
の
中
心
で
あ
り
、
所
領
管
理
の
中
心
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
保
護
は
支
配
の
核
心
を
な

（
妬
）

す
も
の
で
あ
る
か
ら
保
護
権
力
も
ま
た
支
配
権
力
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
護
権
力
の
中
、
心
と
し
て
の
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
城
塞

オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
と
そ
の
周
囲
に
位
置
す
る
荘
園
、
諸
村
落
、
高
級
裁
判
区
・
罰
令
区
（
冨
皀
目
の
）
の
全
体
は
、
一
体
を
な
す
支
配
領

域
で
あ
り
支
配
権
で
あ
っ
た
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
城
塞
支
配
権
は
最
早
フ
ラ
ン
ス
型
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
と
し

て
把
握
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
は
大
司
教
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
フ
ィ
ン
ス
テ
ィ
ン
ゲ
ン
國
凹
三
ｓ
ご
目
宝
口
昌
ロ
ー

（
妬
）

、
の
口
の
時
代
（
一
一
一
六
○
’
八
六
年
）
以
来
、
地
方
行
政
役
人
た
る
ア
ム
ト
マ
ン
ン
ヨ
目
目
口
の
所
在
地
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、

マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
城
塞
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
は
、
十
一
一
一
世
紀
後
半
期
に
、
大
司
教
の
領
国
の
地
方
行
政
区
た
る
ア

ム
ト
管
区
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
ヘ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
翌
十
四
世
紀
一
三
一
一
七
年
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
ピ
ー

ゲ
ル
ベ
ル
ク
ニ
】
｝
】
弓
ご
ｇ
の
ロ
①
、
①
］
ワ
①
缶
が
大
司
教
バ
ル
ド
ゥ
イ
ー
ン
と
締
結
し
た
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
（
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
）
の
城

（
灯
）

ま
守
備
レ
ー
エ
ン
契
約
の
中
に
、
「
罰
令
区
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
＆
言
Ｏ
Ｓ
の
三
目
Ｑ
：
ｏ
室
［
」
の
表
現
が
現
れ
る
。
こ
の
「
罰
令
区
マ

ン
ダ
ー
シ
ャ
ィ
ト
号
ａ
Ｃ
Ｅ
ｍ
三
四
己
①
扇
○
三
（
」
は
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
（
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
）
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
な
い
し
ア
ム
ト
管

区
に
対
応
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
の
城
塞
は
十
二
世
紀
後
半
期
に
建
設
さ
れ
、
へ
レ
ン

し
て
保
持
す
る
本
拠
城
塞
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
へ
レ
ン

三
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
・
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
（
下
手
の
城
塞
）

フ
ォ
ン
・
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
が
ル
ク
セ
ム
ブ
ル
ク
伯
か
ら
レ
ー
エ
ン
と

フ
ォ
ン
・
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
断
絶
（
一
二
○
○
年
頃
）
の
後
、
そ
の
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（
蛆
）

同
族
の
へ
レ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ケ
ル
ベ
ン
の
手
に
移
行
し
た
こ
と
は
、
既
に
上
述
し
た
通
ｈ
ソ
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
こ
の
城
塞
の
史
料

初
出
は
一
二
○
一
年
で
あ
る
こ
と
も
既
に
述
べ
た
。
こ
の
時
の
史
料
と
は
、
ト
リ
ー
ル
大
司
教
ヨ
ー
ハ
ン
が
、
オ
ー
バ
ー
ヵ
イ
ル
の
荘

園
に
お
け
る
所
領
と
諸
権
利
を
巡
る
ヒ
メ
ロ
ー
ト
修
道
院
と
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
の
城
主
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
フ

ォ
ン
・
ケ
ル
ペ
ン
の
間
の
和
解
を
確
認
し
た
証
書
で
あ
る
。
こ
の
証
書
は
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
の
視
角
か
ら
見
て
も
、
極
め
て
興
味
深
い
も

の
で
あ
る
。
そ
の
主
な
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

〔
史
料
五
〕
「
朕
は
汝
ら
の
村
落
共
同
体
［
目
旨
閏
冨
の
］
に
以
下
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
。
つ
ま
り
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ

イ
ト
の
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
の
城
主
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
、
あ
る
時
そ
の
村
落
オ
ー
バ
ー
カ
イ
ル
［
【
【
四
一
一
①
］
に
お
い
て
農
民
た
ち
の
毎

年
の
裁
判
集
会
を
主
宰
し
た
時
に
、
同
人
の
従
属
民
は
、
ヒ
メ
ロ
ー
ト
修
道
院
が
同
村
落
の
罰
令
区
［
冨
目
ｇ
］
並
び
に
領
域
（
罰
令

区
）
［
［
①
三
・
言
白
］
に
お
い
て
所
有
し
た
土
地
と
所
領
に
つ
い
て
、
同
修
道
士
た
ち
に
訴
を
提
起
し
た
。
そ
こ
で
、
い
か
に
彼
〔
城
主

デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
〕
は
当
然
に
教
会
の
た
め
に
も
農
民
の
た
め
に
も
彼
の
裁
判
区
〔
旨
三
○
旨
〕
を
保
護
し
た
か
、
十
分
に
入
念
な
審
問

［
旨
Ｐ
巳
三
・
口
］
が
行
わ
れ
た
た
め
に
、
彼
は
以
下
の
こ
と
を
明
白
に
認
識
し
た
。
つ
ま
り
、
同
地
で
、
同
修
道
士
た
ち
が
、
い
ず
れ

に
位
置
し
た
の
で
あ
れ
野
原
と
草
原
、
湖
沼
と
水
流
、
耕
地
と
未
耕
地
に
お
い
て
所
有
し
た
所
領
は
、
こ
れ
を
ず
っ
と
以
前
か
ら
保
持

し
、
ま
た
正
当
に
取
得
さ
れ
た
と
。
そ
れ
故
に
、
た
と
え
そ
の
他
上
述
の
修
道
院
所
領
の
利
害
関
係
者
が
彼
の
在
世
中
で
あ
れ
彼
の
死

亡
の
際
で
あ
れ
現
れ
た
と
し
て
も
、
彼
は
そ
の
当
時
所
有
し
て
い
た
同
修
道
士
た
ち
の
所
領
を
彼
の
保
護
〔
ｇ
苛
皀
・
〕
に
受
け
入
れ
、

ま
た
農
民
た
ち
の
同
意
を
得
て
、
森
に
お
い
て
も
牧
場
に
お
い
て
も
彼
の
罰
令
区
の
全
体
に
亙
っ
て
、
共
同
利
用
権
を
永
続
的
に
保
持

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
修
道
士
た
ち
に
許
し
与
え
た
。
た
だ
し
、
同
修
道
士
た
ち
は
彼
な
い
し
彼
の
相
続
人
の
許
し
が
な
け
れ
ば
、

そ
の
他
、
最
早
、
同
地
で
い
か
な
る
所
領
も
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
条
件
で
・
・
・
・
・
・
・
・
・
：
：
。
：
Ｚ
・
‐

〔
昌
己
の
ｍ
の
①
臣
。
］
自
己
ロ
の
二
已
巨
①
『
の
一
国
（
①
色
の
の
［
Ｒ
①
．
□
巨
○
□
弓
弓
①
。
Ｑ
①
二
○
口
の
』
○
口
目
二
口
、
目
ロ
旨
○
二
ｍ
○
四
⑫
［
国
ｅ
①
ご
自
画
ロ
ロ
の
易
○
ケ
の
】
（
・
○
日
目
四
一
昌
巨
四
口
□
○
つ
Ｒ
①
の
①
ｓ
路
の
【

四
ロ
ー
ロ
。
ご
一
国
Ｃ
］
【
○
日
の
（
」
○
○
二
罠
ロ
旨
已
］
］
四
目
四
□
①
【
①
】
｝
］
①
．
面
○
ロ
ニ
ョ
の
の
○
巨
己
①
一
］
］
旨
、
可
四
百
一
ウ
ロ
の
□
①
出
の
旨
］
■
昌
一
８
。
＠
Ｐ
臣
①
の
［
一
○
口
①
、
目
○
皀
の
已
貝
冒
己
臼
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（
①
己
の
①
［
で
○
ｍ
の
①
の
⑫
】
○
己
ｓ
ｇ
》
色
目
の
己
①
白
○
①
ロ
○
す
盲
目
己
○
ｍ
ｍ
昼
①
ワ
巳
冒
す
目
二
○
①
（
［
①
己
〔
○
二
○
頁
①
註
［
①
巳
］
］
①
．
ｐ
巨
巨
目
】
国
Ｐ
巨
①
ｓ
］
】
、
①
昌
一
の
胃
】
の
口
の
臣
の

①、⑫①（】己Ｐロ】の】ご○ご＠・臣（【四円ロ①ＣＯ］①の】①ロ】□①］一○①（Ｐ巨四Ｒ己同臣の二○】の】巨、【一○】四円ロの口四目己Ｃｏｐｍの【巨四Ｒ①【・一口【①］］の×】（ロ』四二①、巨○Ｑｂ○ｍｍ①のの】。ご①⑫．

△
巨
色
の
曽
己
①
日
ご
円
①
ｓ
ｏ
［
】
坤
皀
①
局
弓
回
す
①
ｓ
國
二
［
・
口
冨
○
口
目
巴
巨
①
の
】
【
①
①
四
ｍ
①
己
［
ご
○
四
目
ロ
】
⑫
①
【
己
国
【
一
ｍ
・
旨
四
Ｐ
巳
の
①
〔
四
Ｐ
■
四
日
目
Ｑ
の
○
口
国
】
す
ロ
の
．
ご
〔
①
『
二
ｍ

○
已
房
①
［
曰
○
巨
］
房
邑
］
○
信
。
①
四
ｍ
｛
①
目
の
国
員
①
三
口
の
（
①
旨
の
国
昌
＆
の
目
・
目
□
①
貝
ウ
○
二
○
日
目
旨
昌
＆
呂
○
①
巨
○
亘
一
□
①
ｏ
の
（
①
８
宮
旨
Ｃ
の
己
の
白
白
Ｂ

Ｅ
ｓ
ｍ
目
Ｐ
ｇ
Ｂ
旨
ｓ
ｏ
目
①
①
〆
】
の
（
の
円
の
［
・
す
。
旨
」
己
の
○
日
目
Ｐ
巨
①
曰
ご
Ｃ
宮
ウ
①
ず
目
［
・
旨
の
目
白
ロ
の
苛
昌
】
○
二
①
白
目
呂
○
①
ロ
〔
①
【
８
口
８
ｍ
三
①
】
の
８
局
①
口
の
巨

曰のｐ８皀白己の目。ご曰冨目ロ日の目目８日目〕目①圏申の①二ｍｍ目己二宮ｍｏＥｍ昌昌三二巴三の冨巳の曰・己・邑皀①己四の言四目の（鋸・ロ
ロ①○①【①『。ごロ］］四ｍ】ず】四円ロロ］】口の四。】ご〕⑫○】己○ｍの①ご〔＆口①、宮四○○ロー一口の己［一四口①］の臣○○①、。Ｒ巨自〕のロ。【巨円自己○ｍの＠の巴○どのの．・・・・・・・」○

以
上
の
内
容
を
簡
単
に
要
約
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
の
城
主
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
な
い
し
そ
の
荘
園
従

属
民
と
ヒ
メ
ロ
ー
ト
修
道
院
の
間
で
、
村
落
オ
ー
バ
ー
カ
イ
ル
の
罰
令
区
の
中
に
あ
る
当
修
道
院
の
所
領
を
巡
っ
て
争
い
が
生
じ
た

が
、
こ
の
争
い
は
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
議
長
と
し
て
主
宰
す
る
村
落
の
定
期
裁
判
所
で
、
修
道
院
が
こ
の
所
領
を
古
来
正
当
に
所
有
し

て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
形
で
解
決
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
修
道
院
の
所
領
を
自
己
の
保
護
に
受

け
入
れ
る
と
同
時
に
、
村
落
共
同
体
の
同
意
を
得
た
上
で
、
か
つ
修
道
院
は
村
落
に
お
い
て
そ
れ
以
外
に
所
領
を
取
得
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
う
条
件
を
付
し
て
、
罰
令
区
に
お
け
る
ア
ル
メ
ン
デ
利
用
権
を
も
修
道
院
に
承
認
し
た
と
。
な
お
村
落
オ
ー
バ
ー
カ
イ
ル

（
印
）

は
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
ィ
ト
の
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
か
ら
南
南
西
の
方
向
へ
約
一
一
伽
の
地
点
に
位
置
す
る
。
要
す
る
に
、
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク

の
城
主
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
裁
判
権
［
冨
冒
回
］
を
行
使
し
た
村
落
オ
ー
バ
ー
カ
イ
ル
の
罰
令
区
［
冨
目
扇
［
の
三
・
昌
曰
］
の
中
に
、

城
主
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
荘
園
と
ヒ
メ
ロ
ー
ト
修
道
院
の
所
領
が
存
在
し
た
が
、
城
主
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
修
道
院
領
を
、
そ
れ

以
上
の
拡
大
に
歯
止
め
を
か
け
つ
つ
自
身
の
保
護
権
力
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
村
落
オ
ー
バ
ー
カ
イ
ル
の
罰
令

区
［
宮
自
伝
［
①
口
言
昌
己
］
は
、
城
主
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
裁
判
区
［
旨
の
［
一
・
旨
］
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

（
皿
）

な
る
。
し
か
ｊ
ｂ
村
落
オ
ー
バ
ー
ヵ
イ
ル
は
高
級
裁
判
領
域
で
あ
っ
た
。
我
々
は
こ
の
よ
う
な
罰
令
区
な
い
し
高
級
裁
判
区
に
対
す
る
マ
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ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
の
城
主
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
支
配
権
を
、
最
早
こ
の
城
塞
を
中
核
と
す
る
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
権
力

と
呼
ん
で
よ
い
筈
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
史
料
は
、
城
主
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
保
護
権
力
へ
の
収
容
と
修
道
院
に
よ
る
所
領
拡
大
の
禁
止

が
示
す
よ
う
に
、
城
主
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
権
力
に
対
し
て
そ
の
他
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
が
服
属
さ
せ
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
を
明
確
に
示
す
興

次
に
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
の
城
主
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
ィ
ト
の
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
の
周
辺
地

域
で
保
持
し
た
そ
の
他
の
支
配
権
的
権
利
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
家
系
へ
ル
・
フ
ォ
ン
・

ケ
ル
ペ
ン
は
同
族
の
へ
ル
・
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
が
断
絶
し
た
際
に
、
こ
の
家
系
の
遣
領
を
継
承
し
た
。
そ
こ
で
先
ず
、
ヘ

ル
・
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
所
領
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
が
十
二
世
紀
後
半
期
に
建
設
さ
れ
た

（
記
）

後
、
そ
の
城
山
の
麓
に
峡
谷
定
住
地
た
る
村
落
ニ
ー
ダ
ー
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
ィ
ト
ニ
①
Ｑ
ｏ
日
］
四
三
の
園
＆
①
丘
が
成
立
し
た
。
こ
の
村
落
は
一

四
一
一
一
七
年
に
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
ロ
】
①
已
呂
ご
・
二
三
四
己
①
【
の
ｓ
の
己
に
よ
る
環
状
囲
壁
の
建
設
に
ょ
っ

（
認
）

て
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
城
塞
の
中
に
取
り
込
ま
れ
た
。
ヘ
レ
ン
・
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
ィ
ト
の
家
系
の
本
来
の
所
領
は
西
部
ア
ィ
フ

エ
ル
の
ニ
ー
ダ
ー
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
と
上
述
し
た
オ
ー
バ
ー
カ
イ
ル
の
二
箇
所
に
し
か
存
在
せ
ず
、
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
外
に
、
ヘ
レ
ン
・
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
は
、
九
七
○
年
頃
以
降
、
ラ
ウ
フ
ェ
ル
ト
、
ニ
ー
ダ
ー
エ
フ
リ
ン
ゲ
ン
並
び
に
オ
ー

バ
ー
エ
フ
リ
ン
ゲ
ン
、
ギ
ッ
ペ
ラ
ー
ト
に
存
在
す
る
エ
ヒ
タ
ー
ナ
ッ
ハ
修
道
院
領
に
対
す
る
フ
ォ
ー
ク
タ
ィ
を
、
ル
ク
セ
ム
ブ
ル
ク
伯

（
別
）

か
ら
レ
ー
エ
ン
と
し
て
保
有
し
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
は
ヘ
レ
ン
・
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
ィ
ト
が
こ
れ
ら
の
エ
ヒ

（弱）（弱）
タ
ー
ナ
ッ
ハ
修
道
院
領
（
荘
園
）
に
対
し
て
下
級
フ
ォ
ー
ク
ト
と
し
て
裁
判
権
を
行
使
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
こ
の
フ
ォ
ー
ク

ト
管
区
［
ぐ
＆
】
①
］
は
高
級
裁
判
区
［
四
・
ｍ
①
【
①
Ｃ
宮
］
で
あ
り
、
裁
判
権
は
高
級
裁
判
権
で
あ
っ
た
。
な
お
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
ィ
ト
の
ニ
ー

ダ
ー
ブ
ル
ク
か
ら
の
距
離
に
関
し
て
、
ラ
ウ
フ
ェ
ル
ト
は
東
南
東
の
方
向
へ
約
三
ｍ
、
オ
ー
バ
ー
エ
フ
リ
ン
ゲ
ン
は
南
東
の
方
向
へ
約

四
ｍ
、
ニ
ー
ダ
ー
エ
フ
リ
ン
ゲ
ン
は
南
東
の
方
向
へ
約
五
加
、
ギ
ッ
ペ
ラ
ー
ト
は
南
東
の
方
向
へ
約
六
ｍ
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
土
地
も

が
示
す
よ
う
に
、
城
一

味
深
い
も
の
で
あ
る
。

●
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ドイツ封建社会における城塞とシヤテルニー
（
町
）

ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
か
ら
比
較
的
近
い
地
点
に
位
置
す
る
。
こ
れ
ら
の
土
地
か
ら
構
成
ぺ
ご
れ
る
城
塞
周
辺
の
高
級
裁
判
区
な
い
し
フ
ォ
ー

ク
タ
ィ
管
区
は
、
実
態
的
に
へ
し
ン
・
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
と
し
て
把
握
し
て
よ
い
筈
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
村
落
ニ
ー
ダ
ー
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
に
対
す
る
支
配
権
、
オ
ー
バ
ー
カ
イ
ル
の
罰
令
区
な
い
し
高
級
裁
判
区
、
エ
ヒ

タ
ー
ナ
ッ
ハ
修
道
院
領
の
高
級
裁
判
区
な
い
し
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
管
区
が
相
俟
っ
て
、
実
態
的
に
、
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
を
中
核
と
す
る
へ

レ
ン
・
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
ィ
ト
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
を
構
成
し
た
と
結
論
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
支
配
権
の
全
体
を
示
す
用
語
は
検

出
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
個
別
的
に
そ
れ
ぞ
れ
オ
ー
バ
ー
カ
イ
ル
は
罰
令
区
［
冨
目
Ｅ
［
の
己
［
・
昌
昌
］
、
裁
判
区
［
旨
昌
昌
］
、
エ
ヒ
タ
ー

ナ
ッ
ハ
修
道
院
領
は
フ
ォ
ー
ク
ト
管
区
［
ご
画
身
①
］
、
高
級
裁
判
区
［
四
・
ｍ
①
『
の
三
］
と
呼
ば
れ
る
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
と
し
て
把
握
し
う
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
支
配
権
あ
る
い
は
支
配
区
の
総
体
を
も
、
実
態
的
に
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
と
し
て
把
握
し
て
差
し
支
え

な
い
筈
で
あ
る
。

こ
の
城
塞
は
十
二
世
紀
以
来
存
在
し
、
ま
た
そ
の
位
置
は
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
か
ら
北
北
西
の
方
向
へ
約
二
五
ｍ
地
点
の
ア
イ
フ
ェ

ル
地
域
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
に
つ
い
て
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
の
視
角
か
ら
見
て
興
味
深
い
史
料
は
、
村
落
ケ
ル
ペ

ン
の
聖
堂
と
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
の
城
主
と
の
間
に
生
じ
た
裁
判
権
そ
の
他
の
権
限
を
巡
る
争
い
に
対
し
て
下
さ
れ
た
一
二
七
五
年
一
○
月

の
仲
裁
判
決
で
あ
る
。
な
お
こ
の
時
期
の
城
主
は
、
以
下
の
記
述
か
ら
も
明
か
な
よ
う
に
、
ヨ
ー
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ケ
ル
ペ
ン
］
・
盲
目

ご
・
口
寄
Ｂ
ｇ
［
ロ
の
ｇ
Ｂ
ｏ
ｇ
］
の
寡
婦
ベ
ァ
ト
リ
ッ
ク
ス
［
因
の
豈
〆
］
と
そ
の
長
男
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
［
シ
］
①
〆
目
ｅ
①
『
］
で
あ
る
。
そ
の

主
な
内
容
は
、

〔
史
料
六
〕
「
本
証
書
を
見
よ
う
と
す
る
す
べ
て
の
者
に
、
騎
士
た
る
ヴ
ェ
ネ
マ
ー
・
フ
ォ
ン
・
ギ
ム
ー
ー
ッ
ヒ
［
三
邑
曰
四
目
二
①
ｅ
‐

四
ケ
ル
ペ
ン
城
塞

□
①
９
ｓ
①
目
］
の
》

次
の
通
り
で
あ
る
。
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白
の
曰
＆
］
、
献
酌
侍
従
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
ニ
ッ
デ
ゲ
ン
［
三
房
の
］
曰
巨
の
己
旨
。
①
目
四
二
の
二
□
①
・
富
ご
］
、
ヘ
ル
マ
ン
・
フ
ォ
ン
・
フ

ォ
レ
ス
ト
［
函
①
目
目
自
己
①
田
・
円
①
、
Ｓ
］
、
〔
小
さ
き
兄
弟
修
道
会
の
〕
修
道
士
ギ
ゾ
ー
・
フ
ォ
ン
・
ギ
ム
ニ
ッ
ヒ
［
Ｓ
ｍ
・
ロ
の
ｅ
目
①
己
呂
］
、

同
兄
弟
修
道
会
の
修
道
士
へ
ル
マ
ン
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
テ
ー
デ
ム
［
西
①
目
目
自
己
の
ｍ
Ｓ
ｏ
宣
曰
］
、
小
さ
き
兄
弟
修
道
会
の
修
道
士
へ

ル
マ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ラ
イ
ン
ヴ
エ
ル
デ
［
西
の
ロ
ロ
目
目
の
巳
①
【
①
言
二
の
己
①
］
と
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ケ
ル
ペ
ン
［
、
二
・
。
①
ｎ
日
‐

己
の
目
］
は
、
主
に
よ
る
永
遠
の
救
い
と
平
和
を
〔
祈
る
〕
。
我
々
は
、
汝
ら
す
べ
て
の
者
に
以
下
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
。

す
な
わ
ち
、
（
Ａ
）

し
た
諸
点
に
つ
い

に
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
と
。
□
〕

て
、

れ
る
も
の
と
す
る
。
〔
一
一
一
〕
同
じ
く
、
修
道
院
の
供
給
係
［
８
］
四
昌
扁
］

Ｉ
■

ウ
ス
ロ
ー
デ
［
Ｃ
巨
貝
＆
①
］
、
ハ
ー
、
不

る
三
度
目
の
裁
判
集
会
の
後
に
訴
え
る
も
の
と
し
、

、
開
圏
期
に
Ⅵ
〔
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
の
〕
城
主
の
高
級
裁
判
所

ま
た
こ
の
者
た
ち
か
ら
入
念
に
調
べ
た
真
実
に
基
づ
い
て
、

、

９
ｊ
ｒ
０

肌
が
ノ
．
Ｌ
、
小
串
切
耀
肥
が
り
．
〈
［
Ⅲ
い

て
対
立
と
不
和
が
存
在
し
た
た
め
に
、

川
刊
Ⅵ
Ⅶ
副
１
１
引
制
利
Ⅵ
何
Ｍ
則
州
引
珂
尹
割
耐
撫
Ｕ
聖
寓
芸
参
事
会
と
他
方
の
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
の
城
主
と
の
間
に
、
以
下
に
記

■曰

７

つ
手
工
ｈ
ソ
、

ｌ

［四四口①］
の
従
属
民
、
及
び
水
車
ベ
ン
ト
ミ
ュ
ー
レ
［
団
①
目
三
旨
］
の
従
属
民
は
、
年
に
三
度

Ｉ 聖
堂
の
蝋
負
担
民
と
、
三
つ
の
村
落
す
な
わ
ち
ミ
ュ
ー
ト
ロ
ー
デ

ー

、
ノ
曰

凹
丙
ノ

双
方
の
側
か
ら
選
ば
れ
か
つ
任
命
さ
れ
た
我
々
仲
裁
裁
判
官
は
、
（
且
同

［
四
一
［
目
二
＆
一
○
旨
己
］
に
出
席
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
も
し
実
際
に
そ
の

上
述
の
対
立
と
不
和
を
既
に
、
以
下
の
よ
う
に
収
め
か
つ
鎮
め
、

？

の
面
前
で
な
け
れ
ば
、
い
ず
れ
の
世
俗
的
事
項
の
た
め
に
も
、

。
〔
一
一
〕
．
）
一
、
（
」
ら
に
、
上
記
の
村
落
な
い
し
場
所
で
、
聖
堂
参

？

９
卜
…
５

，

？

〃
Ｌ
｜
田
兜
与
土
７
％
芦
眉

フ

》
か
つ
鎮
め
、
公

■
ｌ

［
ご
曰
巨
百
○
□
①
］
、
汚
卜
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方
で
、
我
々
ケ
ル
ペ
ン
聖
堂
の
修
道
院
長
と
全
聖
堂
参
事
会
、
及
び
ケ
ル
ペ
ン
の
城
主
ヨ
ー
ハ
ン
の
寡
婦
た
る
私
ベ
ア
ト
リ
ッ
ク
ス
は
、

私
の
長
男
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
と
共
に
、
．
：
上
記
の
仲
裁
裁
判
官
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
上
記
の
す
べ
て
の
事
柄
を
：
．
：
永

続
的
に
守
る
こ
と
を
約
束
す
る
□
ご
旨
①
邑
切
官
①
の
①
昌
①
⑰
一
三
の
国
、
ご
雪
昌
二
日
目
巳
二
の
○
百
】
の
己
○
戸
己
一
二
①
］
白
巨
二
冒
○
の
円
目
二
ｏ
ｚ
己
①
。
【
の
ロ
］
・

田のｐご自己巨、ロ①田○局の［Ｐ日】］一〔のの）可昌①Ｒ○『、。□の⑦豈冒①巳○百坤皀のＲ国①口二目己巨⑫ロ①、［。○ずの旨〕。ａ一己の埣呂己曰官①ＳＣＳ已目・坤皀①円

困
①
ロ
ロ
目
自
房
已
①
宛
の
］
昌
三
①
ａ
の
①
（
坤
皀
①
Ｒ
目
戸
□
①
、
自
己
①
ロ
四
○
ａ
一
己
の
坤
自
白
白
目
旨
○
已
曰
の
四
一
日
①
曰
の
〔
で
四
○
①
曰
冒
□
○
ロ
ニ
ロ
○
ｍ
の
曰
己
】
【
＠
日
四
日
・

ぐ９頁①ご○已口］曲⑦二く。］巨白口の口已巨①岳】己〔一》ロロｏＱＣ巨昌］○二ｍ。［①ロ］ごｏＲの①〆昏の国昌＆、の①ご巴○二①ｍの芹ｓｍ８ａ】の旨（９頁①ご○＆冒昌①｛８‐

目白盲目］Ｐ口の①○○一①】の①、四ｓのロの】の①〆巨口四で昌与の。①〔旨［①ＲＱｏＢご巨曰○四ｍ［国、四ｓの己の一ｍの〆四］（の国己四】斧Ｐの自己①ＨＰ曰す巨の□四日四宮】ｏ口一一ｍご‐

坤
津
己
○
の
冨
の
．
ｚ
○
ｍ
冒
曰
□
自
画
曰
胃
亘
曰
①
〆
巨
胃
呂
ロ
①
已
四
］
二
①
の
］
の
Ｃ
［
】
の
［
８
二
畳
目
【
①
》
『
①
８
℃
房
旨
日
日
の
貝
】
の
①
〔
ご
○
房
の
〆
四
目
屋
目
亘
の
日
四
】
○
日
日
の
［
⑫
①
‐

昌
○
旨
自
己
四
］
Ｈ
○
○
三
四
口
○
日
目
］
①
ご
己
①
日
ぐ
一
一
｝
ｐ
①
〔
ぐ
①
二
国
局
四
ヶ
①
］
己
①
曰
ご
＠
勗
○
目
国
冨
＆
］
】
、
①
貝
①
原
の
四
己
の
曰
ｓ
ｍ
ｏ
ｏ
ａ
旨
の
①
『
Ｓ
ｍ
の
①
ロ
の
】
。
□
①
、

□の二円自国己巨⑫①（の①二四＆【ロロの一ごほ巨口○口〕○二巨閂ご己Ｒ○二回ロ。屋自〔＠の》Ｐ巨○已豈○ロニロのｍＣの『○○①目、巨四］①の①○○］の厨①①（弓○目二二ｏｍｍＱの［回す口のく一｝］］ｍ・

の
ｏ
】
」
】
ｏ
①
（
三
畳
【
。
』
①
）
□
巨
目
ｏ
Ｑ
Ｐ
西
目
①
》
①
｛
ず
。
白
目
①
の
Ｑ
①
曰
○
一
①
自
昌
二
○
国
の
昌
白
已
曰
己
ヴ
ニ
、
｛
①
曰
で
○
二
ワ
ニ
の
回
ご
已
冒
四
］
（
○
白
ｓ
ｏ
】
○
二
○
日
】
已
已
①
８
ｍ
‐

と
我
々
は
判
決
す
る
。
〔
六
〕

お
い
て
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
〔
四
〕

〔
五
〕
同

〔
七
〕

じ
く
、
聖
堂
参
事
会
員
の
聖
職
禄
を
、
誰
も
城
主
の
〔
高
級
〕
裁
判
区
■

目
１
日 同
じ
く
、
ミ
ュ
ー
ト
ロ
ー
デ
、
ベ
ン
ト
ミ
ュ
ー
レ
及
び
宮
口
○
ｍ
目
。
、
①
『
の
一
一
一
つ
の
水
車
の
い
ず
れ
の
四
１

ｕ
〃
可
ノ
ズ
ノ

, ９
１
７

〃
Ｊ
・
・
・
■
■

』二

■

【フ

同
じ
く
次
の
こ
と
を
我
々
は
公
に
知
ら
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
堂
区
の
■

リ
ー
ヮ

日
一
二
▲
頤
一
一
【
リ

Ｊ
庁
Ｌ
「
〆
聿
Ｍ
ｍ
ｕ
炉
Ｒ
ｕ

，

［
旨
ｓ
ｏ
目
白
］
を
通
じ
て
押
収
し
て
は
創
曰
刺
Ⅵ
Ⅵ

ン

フ

７
仮

鼬
山
岸
卜
廃
坑

。
他 ，

０ ○
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〔［○○○円ロ己四円①ワ巨己（〉①（の】Ｐ口四四○○口の色ご□四一］一一の一の自己○ユゥロ切目の巳、一○○一ｍ①日の円の①二［Ｊ四○○口の四す巨二（で○四｛（の目国目○○一］。○ロ（〕○二①ロ】Ｐロ①ご巨一‐

、
四
三
①
局
昌
［
旨
四
壱
①
一
一
皀
冒
．
…
…
…
：
石
【
の
【
の
Ｒ
８
冒
官
の
ｓ
○
旨
く
】
一
言
ぐ
①
二
○
○
】
の
目
一
一
房
ご
○
】
の
［
胃
①
、
国
ロ
○
二
の
曰
・
皀
の
】
巳
①
Ｒ
８
日
目
〕
ロ
ロ
＠
日
ご
目
‐

○ＥＢＣ津目白］〕．①〆○のロ］の○四ｍ一ウロ、己の員旨の貝一つ■、回已四一旨白目ｓｏ旨】己。○ヨ邑己。①○四の百○・ｍ｛ご①Ｈ○四一昌昌の①〆（国己①巨の】す一日⑦の国己Ｑ巨口】

旨
の
三
・
℃
の
Ｒ
二
目
ｏ
旨
曰
９
○
三
已
已
①
８
冑
○
詩
〔
臼
〔
①
白
白
○
口
目
○
国
曰
巨
Ｐ
Ｐ
巨
○
二
画
。
ｐ
言
の
の
ｓ
ｏ
国
［
目
］
三
］
四
目
曰
昌
一
］
巨
⑫
旨
○
目
の
自
己
百
畳
①
Ｈ
①
己
。
‐

〔
①
貝
官
○
四
一
】
昌
四
『
の
〔
①
冒
己
○
国
戸
皀
巨
８
国
曰
ｏ
①
一
①
円
昌
ｏ
８
目
①
二
白
の
．
辺
く
の
『
○
四
○
（
○
二
宮
の
宣
旨
＆
冨
已
①
旨
＆
戸
言
亘
〔
。
｛
①
昌
白
○
己
○
℃
○
の
〔

［ニロ巨巨Ｈご旨四一ｓ旨＆○一○己。（の【巨皀（○○二口①昌国・閂［①白で【。ごニロｏ】臼己屋、ご皀巨。□で円のロ。、］曰、①『Ｃ四目白］巨目Ｒ①○○ｍ二○ｍ○巨口戸卓巨。□ロ○二℃○の‐

、
目
｛
註
○
①
Ｒ
①
①
屈
○
［
一
○
己
の
の
旨
四
一
】
巳
○
ｍ
ロ
①
豈
○
曰
】
已
宮
の
旨
曰
＆
○
房
・
己
①
Ｐ
口
①
画
一
ご
曰
の
四
一
旨
の
①
百
○
二
○
二
①
、
註
○
一
①
二
二
①
○
己
①
曰
・
巳
の
］
白
四
昌
庁
の
菌
①
【

。。【ロ門口二口〕の口の○①ｍの》一四℃臼爲。◎す】の宮○○円の□巨】『四【・閂（①Ｒロー〕Ｃ】目ご口の）ｐ口。□ご円①す①ニニ四『ロ○四己。ご］○○円巨閂ロロロ一一口の四【①の【回す】［での［】巨已一○】巨閂ご己。Ｉ

曰
】
己
Ｑ
①
○
四
ｍ
【
【
○
・
円
［
の
ヨ
ｓ
ｏ
】
白
巨
の
皀
巨
。
』
ぬ
Ｅ
①
一
】
す
の
｛
○
四
『
臣
○
四
□
①
【
ニ
ヮ
宮
の
閂
国
○
一
の
ご
昌
亘
の
二
国
巨
弓
。
□
①
Ｊ
因
①
員
白
□
一
言
①
（
Ｆ
画
ロ
○
ｍ
己
四
○
ｍ
①
門
、
口
。
〔
の
曰
で
。
『
①

一弓①局』Ｒ⑦で。（の口［四二＆］○二旨○四已○皀○。【巨曰①（す一口ｅ二目ロロＣ①円の四二白○一①ごＱ旨色目Ｊ四一】⑦ぐ①Ｒｏｐｏｐ・閂［の曰ｓｏ】白巨のＰ巨○□閂の四四□○○○一‐

Ｑ①ご［巳の日ロ四耳①曰①○○一①の】①ｍ〕白色Ｑ①ヨロ已国（①曰のＤＣ］の⑫】①己①三どの亘［・ｚｏｍぐの８百①己○国旨の【○白目＠口①８で】白］自己①○○］①巴①ｏ自己①ご巴⑫．

①
［
①
、
○
国
①
自
国
×
円
の
］
】
○
菌
Ｑ
○
日
目
一
］
○
す
四
口
己
ｍ
ｅ
①
Ｄ
Ｐ
Ｓ
の
自
四
・
○
口
曰
威
一
一
○
日
①
。
官
冒
〕
○
ｍ
①
己
（
。
Ｈ
シ
］
の
〆
四
ｐ
ｓ
Ｐ
．
：
…
…
己
【
。
ｐ
昌
曰
巨
巨
の
。
日
日
四
目
‐

（
詔
）

己
『
三
○
【
：
宮
①
註
房
言
三
の
。
ａ
言
冒
…
…
：
：
：
白
已
の
Ｂ
①
旨
ニ
ョ
・
宮
①
白
日
①
．
…
：
：
…
：
…
…
…
」
（
傍
線
Ⅱ
筆
者
）
。

先
ず
、
傍
線
部
（
Ａ
）
の
記
述
は
ケ
ル
ペ
ン
聖
堂
と
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
の
城
主
の
問
で
不
和
対
立
が
長
年
続
い
て
き
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
そ
の
係
争
点
は
、
大
略
し
て
七
つ
の
点
に
纏
め
ら
れ
る
。
第
一
点
（
傍
線
部
〔
一
〕
）
は
、
以
後
ケ
ル
ペ
ン
聖
堂
の
従
属
民
、

つ
ま
り
蝋
負
担
民
、
ミ
ュ
ー
ト
ロ
ー
デ
、
ド
ゥ
ス
ロ
ー
デ
、
ハ
ー
ネ
の
三
つ
の
村
落
の
従
属
民
、
及
び
水
車
ベ
ン
ト
ミ
ュ
ー
レ
の
従
属

民
に
対
し
て
、
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
の
城
主
が
高
級
裁
判
権
を
行
使
す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
城
主
が
元
来
城
塞
の

周
囲
で
行
使
し
て
い
た
高
級
裁
判
権
を
ケ
ル
ペ
ン
聖
堂
の
従
属
民
に
対
し
て
も
行
使
す
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
城
主
の
高
級
裁
判
権
の

教
会
従
属
民
へ
の
拡
大
、
な
い
し
城
主
の
高
級
裁
判
所
へ
の
教
会
従
属
民
の
組
み
入
れ
と
解
釈
さ
れ
る
。
ま
た
城
主
は
ケ
ル
ペ
ン
城
塞

100
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の
周
囲
に
高
級
裁
判
区
［
四
］
已
曰
旨
ｓ
ｏ
ご
日
］
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
傍
線
部
〔
二
〕
は
、
ミ
ュ
ー
ト
ロ
ー
デ
、

ド
ゥ
ス
ロ
ー
デ
、
ハ
ー
ネ
の
三
つ
の
村
落
、
及
び
水
車
ベ
ン
ト
ミ
ュ
ー
レ
に
お
い
て
、
ケ
ル
ペ
ン
の
城
主
の
高
級
裁
判
所
に
属
す
る
事

件
の
場
合
と
部
外
者
が
犯
人
の
場
合
に
は
、
ケ
ル
ペ
ン
の
聖
堂
参
事
会
の
使
者
で
は
な
く
ケ
ル
ペ
ン
の
城
主
の
使
者
が
逮
捕
を
行
う
べ

き
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
記
述
は
聖
堂
参
事
会
の
逮
捕
権
の
後
退
、
こ
れ
と
は
逆
に
城
主
の
逮
捕
権
の
拡
大
を
物
語
っ

て
い
る
。
傍
線
部
〔
三
〕
は
、
た
と
え
世
俗
的
事
件
の
場
合
で
も
、
こ
れ
を
上
記
の
教
会
従
属
民
を
被
告
と
し
て
教
会
の
供
給
係
が
主

宰
す
る
裁
判
所
以
外
に
は
出
訴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
し
か
し
原
告
が
こ
の
教
会
裁
判
所
で
敗
訴
し
た
な
ら
ば
、
城
主
の
高
級
裁

判
所
に
再
度
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
記
述
は
城
主
の
高
級
裁
判
所
が
教
会
の
供
給
係

の
裁
判
所
に
対
し
て
上
訴
裁
判
所
の
ご
と
き
役
割
を
演
じ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
筈
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
ケ
ル
ペ

ン
の
城
主
が
上
記
の
諸
村
落
の
教
会
従
属
民
に
対
す
る
裁
判
権
を
教
会
の
手
か
ら
吸
い
上
げ
て
自
ら
の
も
の
に
し
て
ゆ
く
こ
と
を
意
味

す
る
。
傍
線
部
〔
四
〕
は
、
修
道
院
長
と
聖
堂
参
事
会
が
聖
堂
区
の
た
め
に
必
要
な
場
合
に
上
記
の
諸
村
落
の
従
属
民
か
ら
税
を
徴
収

し
う
る
以
外
に
は
、
ケ
ル
ペ
ン
の
城
主
も
含
め
て
誰
も
税
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
記
述
が
和
解
契
約

に
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
白
体
が
、
そ
の
時
ま
で
ケ
ル
ペ
ン
の
城
主
が
上
記
の
諸
村
落
の
従
属
民
か
ら
税
を
徴
収
し
た
か
、
そ
れ
と
も
税

の
徴
収
権
を
要
求
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
傍
線
部
〔
五
〕
は
、
城
主
が
自
分
の
高
級
裁
判
区
の
中
で
聖
堂
参
事
会
員
の
聖

職
禄
の
押
収
を
通
じ
て
妨
害
行
為
を
行
っ
て
き
た
こ
と
を
裏
面
か
ら
語
っ
て
い
る
。
傍
線
部
〔
六
〕
は
、
上
記
の
諸
村
落
の
従
属
民
の

四
輪
車
が
聖
堂
参
事
会
員
の
土
地
に
赴
く
際
に
、
ケ
ル
ペ
ン
の
城
主
が
妨
害
を
加
え
た
こ
と
、
傍
線
部
〔
七
〕
か
ら
は
、
ケ
ル
ペ
ン
の

城
主
に
よ
る
聖
堂
の
イ
ム
ニ
テ
ー
ト
の
侵
害
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
高
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く

る
な
ら
ば
、
ケ
ル
ペ
ン
の
城
主
は
ケ
ル
ペ
ン
聖
堂
の
所
領
、
つ
ま
り
ミ
ュ
ー
ト
ロ
ー
デ
、
ド
ゥ
ス
ロ
ー
デ
、
ハ
ー
ネ
の
三
つ
の
村
落
及

び
水
車
ベ
ン
ト
ミ
ュ
ー
レ
を
自
身
の
高
級
裁
判
区
に
編
入
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
様
々
な
や
り
方
で
こ
の
教
会
領
の
従
属
民
に

苛
數
詳
求
の
手
を
加
え
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
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次
に
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
と
の
関
連
で
、
ケ
ル
ペ
ン
の
城
主
は
城
塞
の
周
囲
で
そ
の
外
に
い
か
な
る
権
利
権
益
を
保
持
し
て
い
た
の
か
を

見
て
み
た
い
。
そ
の
手
掛
り
と
な
る
の
は
、
ケ
ル
ン
大
司
教
エ
ン
ゲ
ル
ベ
ル
ト
団
信
①
］
ワ
①
弓
が
へ
レ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ケ
ル
ペ
ン
に
よ
る

ニ
ー
ダ
ー
エ
ー
エ
二
ａ
臼
①
言
修
道
院
へ
の
寄
進
を
確
認
し
た
一
一
一
一
八
年
の
証
書
で
あ
る
。
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

〔
史
料
七
〕
「
：
．
・
・
・
〔
朕
Ⅱ
ケ
ル
ン
大
司
教
エ
ン
ゲ
ル
ベ
ル
ト
〕
は
現
在
及
び
将
来
の
者
に
以
下
の
こ
と
を
知
ら
し
め
る
。

す
な
わ
ち
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ケ
ル
ペ
ン
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
ケ
ル
ペ
ン
と
ア
ル
ベ
ロ
ー
・
フ
ォ
ン
・
ケ
ル

ペ
ン
の
兄
弟
は
、
そ
の
相
続
人
た
ち
と
共
に
、
修
道
女
の
修
道
院
を
建
設
す
る
た
め
に
朕
の
前
任
者
た
る
今
は
亡
き
〔
大
司
教
〕
フ
ィ

リ
ッ
プ
〔
在
位
一
一
六
七
’
九
一
年
〕
の
手
に
よ
っ
て
、
ニ
ー
ダ
ー
エ
ー
エ
［
汚
］
と
い
う
名
の
村
落
の
そ
の
自
由
財
産
を
、
す
な

わ
ち
ニ
ー
ダ
ー
エ
ー
エ
の
教
会
保
護
権
並
び
に
付
属
の
十
分
の
一
税
、
一
ア
ラ
ト
ル
ム
［
回
国
冒
曰
］
の
耕
地
を
、
水
車
の
全
体
と
共

に
、
ま
た
さ
ら
に
シ
ユ
タ
ッ
ト
キ
ュ
ル
、
三
［
ご
］
］
［
］
ご
］
①
］
と
い
う
名
の
村
落
の
所
領
を
、
耕
地
と
未
耕
地
の
形
で
、
牧
草
地
と
森
林

の
形
で
、
か
つ
河
川
湖
沼
と
水
流
の
形
で
、
さ
ら
に
．
：
．
・
・
・
か
ら
購
入
さ
れ
兄
弟
た
ち
の
相
続
人
の
た
め
に
同
村
落
〔
シ
ユ

タ
ッ
ト
キ
ュ
ル
〕
に
割
り
当
て
ら
れ
た
男
性
と
女
性
の
奴
隷
の
形
で
、
す
べ
て
の
権
利
及
び
す
べ
て
の
物
件
と
共
に
寄
進
し
た
と
。
上

述
の
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
特
に
同
修
道
院
に
ク
リ
ユ
ッ
セ
ラ
ー
ト
【
三
ｍ
の
①
目
［
Ｃ
二
①
己
①
］
と
い
う
名
の
村
落
で
の
レ
ン
テ
の
中
か
ら

一
マ
ル
ク
を
寄
進
し
た
。
ア
ー
ル
ド
ル
フ
ン
冑
二
・
島
［
○
宮
・
詮
］
と
い
う
名
の
村
落
で
、
耕
地
の
形
で
森
林
の
形
で
、
五
○
モ
ル
ゲ
ン

を
〔
同
修
道
院
に
寄
進
し
た
〕
：
…
…
：
：
ご
・
自
己
胃
一
目
ｇ
冨
曰
ご
Ｂ
ｏ
ｍ
の
三
宮
二
目
日
昏
〔
三
Ｐ
□
口
・
ロ
ー
①
＆
①
国
○
巨
の
．
シ
］
①
苗
己
①
Ｈ
①
（
シ
］
ず
①
［
・

埣
呂
の
の
□
①
【
①
召
①
ご
ｏ
巨
曰
声
①
局
＆
宮
、
、
巳
、
巳
］
。
□
旨
日
の
目
冒
旨
く
一
一
］
四
》
皀
四
①
ｓ
ｏ
】
白
日
Ｋ
ｐ
己
８
己
の
百
．
巨
①
己
巨
日
８
の
二
○
ウ
旨
目
］
函
目
＆
ロ
〕
○
昌
巳
旨
曰

ロ
①
【
曰
目
冒
己
訂
旨
一
ｍ
曰
①
曰
。
Ｒ
旨
①
勺
巨
］
］
一
口
己
国
＆
①
Ｃ
①
叩
の
○
二
ｍ
ｐ
ｏ
ｍ
ａ
２
白
○
白
已
］
日
①
①
巨
昌
①
、
回
国
（
①
８
口
旨
］
①
曰
員
・
宮
【
８
目
巨
昌
ぐ
昼
の
］
】
８
〔
の
ｏ
‐

○
］
①
、
旨
①
Ｑ
①
●
臣
の
Ｃ
巨
再
ロ
。
①
ｏ
ｐ
ｐ
旨
四
戸
】
己
の
ロ
ニ
ワ
巨
の
Ｏ
巨
一
戸
口
【
餌
ロ
］
ロ
ロ
』
口
の
国
境
自
国
①
【
一
二
〔
①
、
ユ
〔
自
①
円
己
○
一
①
二
二
】
□
】
・
己
○
ｍ
の
①
、
の
］
。
□
①
の
①
毎
日
ご
」
ご
く
】
］
］
画
・
ロ
巨
四
①
。
〕
。
】
‐

（
ロ
Ｒ
』
【
室
］
ｐ
一
口
〔
①
【
口
の
Ｃ
巨
］
（
】
の
①
［
一
二
○
口
］
［
】
の
。
】
ご
己
同
口
（
】
の
①
【
＆
］
ぐ
】
Ｐ
】
二
四
□
巨
富
口
ロ
ロ
四
『
口
『
ご
□
口
の
□
①
○
口
易
』
ウ
巨
叩
や
】
ロ
閂
口
回
自
Ｃ
】
己
巨
の
①
白
日
ロ
巨
口
］
己
の
Ｐ
口
①
、
①
〆
巨
、
。

□
巨
四
①
：
：
：
：
：
：
①
日
已
冒
①
｛
ず
四
目
①
＆
つ
口
の
切
昌
、
一
○
○
○
の
昼
の
曰
四
○
○
①
の
、
①
円
巨
三
・
ｍ
巨
己
Ｂ
Ｓ
Ｃ
己
の
『
宮
①
○
二
①
二
○
巨
切
の
巳
①
○
旨
］
】
｛
①
Ｒ
Ｃ
Ｃ
ご
〔
皀
匡
［
①
三
の
【
ロ
①
○
○
］
①
の
）
①
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曰
凹
【
８
曰
旨
Ｈ
①
□
已
冨
す
巨
の
白
く
】
｝
戸
Ｐ
目
①
＆
ｏ
］
〔
曰
、
一
言
［
①
ご
①
・
旨
四
ｍ
二
ｍ
目
昌
一
ぐ
】
、
．
Ｆ
］
巨
胴
①
Ｂ
旨
く
】
］
一
四
・
巴
目
①
ｓ
ｏ
】
【
貝
◎
言
○
段
］
。

こ
の
証
書
に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
ン
・
ケ
ル
ペ
ン
の
三
人
の
兄
弟
は
村
落
ニ
ー
ダ
ー
エ
ー
エ
で
教
会
保
護
権
と
十
分
の
一
税
、
一
ア
ラ
ト

ル
ム
の
耕
地
及
び
水
車
、
村
落
シ
ユ
タ
ッ
ト
キ
ュ
ル
で
土
地
（
耕
地
と
未
耕
地
）
、
牧
草
地
と
森
林
、
及
び
河
川
湖
沼
と
水
流
、
男
性

と
女
性
の
非
自
由
人
、
村
落
ク
リ
ユ
ッ
セ
ラ
ー
ト
で
レ
ン
テ
の
一
部
、
村
落
ア
ー
ル
ド
ル
フ
で
耕
地
と
森
林
か
ら
な
る
五
○
モ
ル
ゲ
ン

の
土
地
を
ニ
ー
ダ
ー
エ
ー
エ
修
道
院
に
寄
進
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
の
城
主
た
る
フ
ォ
ン
・
ケ
ル
ペ
ン
の
家
系
は
、
ケ

ル
ン
大
司
教
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
治
世
の
十
二
世
紀
後
半
期
ま
で
、
こ
れ
ら
の
諸
権
利
を
城
塞
の
周
囲
で
保
持
し
た
の
で
あ
る
。
位
置
に
関

し
て
、
ニ
ー
ダ
ー
エ
ー
エ
は
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
か
ら
東
北
東
の
方
向
へ
三
ｍ
弱
、
シ
ユ
タ
ッ
ト
キ
ュ
ル
は
西
北
西
へ
約
一
四
ｍ
、
ア
ー
ル

（
印
）

ド
ル
フ
は
北
北
東
へ
約
八
ｍ
、
ク
リ
ユ
ッ
セ
ー
フ
ー
ト
は
南
へ
約
五
○
ｍ
の
地
点
に
位
置
す
る
。
ま
た
こ
の
家
系
は
こ
の
時
に
自
身
の
所

領
を
す
べ
て
ニ
ー
ダ
ー
エ
ー
エ
修
道
院
に
寄
進
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
上
記
の
諸
村
落
で
な
お
残
り
の
所
領
や
権
利
を
保

持
し
た
可
能
性
を
否
定
し
え
な
い
し
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
村
落
で
も
所
領
や
権
利
を
保
持
し
て
い
た
史
料
が
存
在
す
る
た
め
で
あ

る
。
一
一
一
一
一
一
一
四
年
九
月
一
一
○
日
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
の
城
主
ヨ
ー
ハ
ン
［
】
・
冨
自
言
】
Ｈ
①
ぐ
。
ご
寄
召
の
ご
］
が
ト
リ
ー
ル
大
司
教
バ
ル
ド
ゥ
イ
ー

ン
悪
一
三
口
（
在
位
一
一
一
一
○
七
’
五
四
年
）
に
対
し
て
こ
の
城
塞
の
開
城
権
を
承
認
し
た
証
書
の
中
に
、
「
ケ
ル
ペ
ン
の
城
塞
と
そ
の
諸
々

の
峡
谷
定
住
地
と
の
私
の
持
分
へ
。
：
：
．
受
け
入
れ
る
ご
ヨ
旨
①
皀
已
①
已
三
①
Ｒ
宮
招
く
己
□
①
二
①
ご
］
］
：
目
【
①
Ｂ
①
己
：
：
…
①
ご
言
一
‐

（
皿
）

ロ
①
ご
」
と
い
う
記
述
が
現
れ
る
。
こ
の
記
述
の
う
ち
「
諸
々
の
峡
谷
定
住
地
」
の
表
現
は
、
城
主
の
直
接
的
支
配
権
（
荘
園
領
、
王
権
）

に
服
す
る
複
数
の
定
住
地
が
城
塞
の
周
囲
に
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
史
料
は
十
四
世
紀
の
も
の
で
あ
る
が
、
上

述
の
よ
う
に
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
は
十
二
世
紀
以
来
存
在
し
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
の
定
住
地
の
存
在
を
十
四
世
紀
以
降

に
限
定
し
て
考
え
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
以
前
か
ら
の
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ヴ
ォ
リ
ン
ゲ
ン
ミ
○
ヨ
ロ
ー

、
ｇ
の
戦
闘
（
一
一
一
八
八
年
）
後
、
ケ
ル
ン
大
司
教
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
の
】
の
、
蔑
巴
と
ブ
ラ
バ
ン
ト
大
公
ヨ
ー
ハ
ン
田
①
目
・
巴
・
冨
目
ご
自

国
国
す
目
［
が
締
結
し
た
和
解
契
約
の
中
に
、
「
村
落
ケ
ル
ペ
ン
と
村
落
ロ
マ
ー
ズ
ム
を
ぐ
】
］
一
四
の
【
①
Ｂ
①
ロ
①
①
［
Ｆ
・
日
の
目
三
日
」
と
い
う
文
一
一
一
一
口

、
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が
現
れ
る
。
つ
ま
ｈ
ソ
、
ケ
ル
ベ
ン
城
塞
の
直
近
に
こ
れ
と
同
名
の
村
落
が
存
在
し
た
こ
と
が
改
め
て
明
確
に
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
村
落

に
お
い
て
、
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
の
城
主
フ
ォ
ン
・
ケ
ル
ペ
ン
が
領
主
的
権
利
を
持
た
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
基
づ
き
、
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
の
周
囲
は
、
城
主
自
身
の
様
々
な
所
領
の
み
な
ら
ず
ケ
ル
ペ
ン
聖
堂
の
所
領
を
も
包

括
す
る
城
主
の
高
級
裁
判
区
［
＆
白
日
旨
ｓ
ｏ
旨
白
］
を
構
成
し
て
い
た
と
結
論
さ
れ
る
。
城
主
の
所
領
を
越
え
て
及
ぼ
さ
れ
る
こ
の
城

主
の
裁
判
支
配
権
は
罰
令
権
力
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
城
主
権
力
が
行
使
き
れ
る
城
塞
の
周
辺
領
域
が
シ
ャ
テ
ル

ニ
ー
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
も
の
と
一
一
一
一
口
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
の
城
主
ヨ
ー
ハ
ン
が
大
司

教
バ
ル
ド
ゥ
イ
ー
ン
に
開
城
権
を
承
認
し
た
上
述
一
三
一
一
一
四
年
の
証
書
の
中
に
、
「
ケ
ル
ペ
ン
の
支
配
領
域
＆
①
言
易
ｏ
富
津
日
【
①
Ｂ
①
ご
」

（
田
）

の
文
一
一
一
一
口
が
現
れ
る
が
、
こ
の
「
ケ
ル
ペ
ン
の
支
配
領
域
」
と
は
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
の
シ
ャ
ー
ナ
ル
ニ
ー
を
意
味
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
最
後

に
、
次
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
城
塞
支
配
権
を
表
現
す
る
用
語
及
び
こ
の
城
塞
支
配
権
の
実
態
を
、
改
め

て
、
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
を
示
す
用
語
及
び
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
権
力
の
実
態
と
比
較
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

先
ず
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
を
示
す
用
語
を
、
各
城
塞
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
マ

ン
ダ
ー
シ
ャ
ィ
ト
の
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
城
塞
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
は
旨
ご
言
（
付
属
物
、
付
帯
物
）
Ｉ
高
級
裁
判
区
を
も
意
味
す

る
’
三
三
罰
令
区
）
、
十
四
世
紀
に
つ
い
て
＆
臺
扇
（
罰
令
区
一
と
呼
ば
れ
た
．
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル

ク
城
塞
に
関
し
て
は
、
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
の
全
体
に
つ
い
て
の
用
語
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
城
主
の
各
支
配
権
に
つ
い
て
検
出
さ
れ

た
用
語
、
つ
ま
り
村
落
オ
ー
バ
ー
カ
ィ
ル
に
つ
い
て
の
冨
目
房
（
罰
令
区
）
、
｛
の
己
［
・
昌
曰
（
領
域
、
罰
令
区
）
、
旨
昌
冒
（
裁
判
区
）
、

エ
ヒ
タ
ー
ナ
ッ
ハ
修
道
院
領
に
つ
い
て
の
ぐ
四
身
①
（
フ
ォ
ー
ク
ト
管
区
、
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
）
、
囮
。
、
①
§
宮
（
高
級
裁
判
区
）
の
用
語
が
、

五
結
び
に
代
え
て

●
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ドイツ封建社会における城塞とシヤテルニー
各
支
配
権
に
関
す
る
城
主
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
権
力
を
指
し
示
す
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
は
旨
＆
・
旨
白

（
〔
高
級
〕
裁
判
区
）
、
巳
白
日
ご
ｓ
ｏ
目
日
（
高
級
裁
判
区
）
と
呼
ば
れ
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
を
示
す
史
料
上
の
用
語
は
、
先
ず
ラ
テ
ン
語
で
は
、
い
ず
れ
も
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
を
直
接
に
示
す
８
ｍ
〔
の
］
‐

］
昌
騨
、
８
ｍ
〔
①
一
宮
旨
、
８
ｍ
亘
］
昌
国
の
用
語
の
外
に
、
〔
の
己
［
・
昌
曰
（
領
域
、
罰
令
区
）
、
で
。
（
ｏ
の
菌
の
（
命
令
圏
域
）
、
ｓ
三
・
白
の
（
罰
令
区
、

（
“
）

裁
判
区
）
、
○
月
目
言
の
（
領
域
、
区
域
）
、
言
］
目
の
（
罰
令
区
）
、
］
三
画
＆
＆
。
（
裁
判
区
）
等
の
用
語
で
あ
る
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
史
料
に

（
筋
）

現
れ
る
己
の
三
口
①
□
［
旨
の
用
語
も
ま
た
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
、
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
城
塞
の
宮
目
巨
の
、
＆
四
三
○
冒
、
で
①
三
二
の
三
四
、
及
び
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
ィ
ト
の
ニ
ー
グ
ー
ブ
ル
ク

城
塞
の
宮
目
自
切
、
［
①
己
｛
・
昌
曰
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
を
示
す
用
語
と
同
一
で
あ
る
。
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
の
旨
＆
昌
昌
、
四
］
已
曰

旨
＆
皀
白
は
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
を
用
語
］
昌
昌
＆
。
と
実
質
的
に
同
一
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
筈
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
マ
ン

ダ
ー
シ
ャ
ィ
ト
の
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
城
塞
に
関
す
る
ド
イ
ツ
語
の
ご
四
身
の
に
関
し
て
、
ご
国
旦
①
は
、
フ
ラ
ン
ス
史
に
お
い
て
実
態
的
に

シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
を
指
し
示
す
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
自
・
巨
臼
①
〔
ア
ヴ
エ
管
区
Ⅱ
ド
イ
ツ
史
学
の
フ
ォ
ー
ク
ト
管
区
二
〕
四
‐

（
妬
）

す
の
昌
穴
〕
に
対
応
す
る
用
語
で
あ
り
、
他
方
で
四
○
ｍ
①
Ｒ
①
○
三
は
こ
れ
ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
を
示
す
用
語
］
豆
の
ｓ
ｏ
［
一
・
に
対
応

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
ド
イ
ツ
の
一
一
一
つ
の
城
塞
の
城
主
の
支
配
権
は
す
べ
て
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
テ
ル
ー
ー
ー
を
示
す

用
語
と
同
一
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
対
応
関
係
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ら
の
城
塞
の
城
主
支
配
権
は
フ
ラ
ン
ス
流
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー

と
し
て
把
握
さ
れ
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

次
に
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
城
塞
の
城
主
た
ち
が
城
塞
の
周
囲
に
お
い
て
保
持
し
た
権
利
権
益
を
、
フ
ラ
ン
ス
の
城
主
の
シ
ャ
テ
ル

（
町
）

ニ
ー
権
力
と
比
較
し
て
み
た
い
。
先
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
権
力
は
以
下
の
も
の
を
内
容
と
す
る
。
つ
ま
ｈ
／
、

ニ
ー
権
力
と
比
較
し
て
み
た
い
。
先

（
二
荘
園
領
主
権
な
い
し
直
轄
領

（
三
軍
事
罰
令
権
》
軍
隊
動
員
権
と
城
塞
夫
役
要
求
権
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マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
の
城
主
（
ト
リ
ー
ル
大
司
教
）
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
の
城
主
（
フ

ォ
ン
・
ケ
ル
ベ
ン
）
、
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
の
城
主
（
フ
ォ
ン
・
ケ
ル
ペ
ン
）
の
い
ず
れ
も
が
、
（
二
荘
園
領
主
権
な
い
し
直
轄
領
を
城
塞

（
紀
）

の
周
囲
で
保
持
し
た
こ
と
は
、
既
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
（
二
）
軍
事
罰
令
権
、
つ
ま
り
軍
隊
動
員
権
と
城
塞
夫
役
要
求
権
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
を
、
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
が
史
料
上
直
接
に
盲
目
房
（
罰
令
区
）
と
し
て
現
れ
る
城
塞
、
つ
ま
り
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の

オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
の
城
主
（
ト
リ
ー
ル
大
司
教
）
と
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
の
城
主
（
フ
ォ
ン
・
ケ
ル
ペ
ン
）
が
保

（
的
）

持
し
て
い
た
と
考
曇
え
て
よ
い
筈
で
あ
る
。
ま
た
そ
う
で
な
く
と
も
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
以
来
農
民
で
は
な
く
レ
ー
エ
ン
制
的
騎
士
が
軍

隊
の
主
力
を
構
成
し
た
こ
と
に
伴
い
公
古
来
の
一
般
的
動
員
、
］
］
、
の
己
。
ご
①
同
困
①
の
Ｓ
目
口
の
原
則
は
衰
退
の
一
途
を
辿
っ
て
い
っ
た
が
、

（
、
）

し
か
し
こ
の
原
則
自
体
は
一
度
も
廃
止
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
城
塞
罰
令
権
国
已
漏
す
四
目
の
形
で
生
き
残
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
も

そ
も
一
般
的
に
ド
イ
ツ
の
城
塞
に
つ
い
て
、
城
主
は
城
塞
周
囲
の
領
域
の
農
民
に
対
し
て
軍
事
罰
令
権
を
行
使
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
（
’
一
一
）
裁
判
権
に
関
し
て
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
の
城
主
（
ト
リ
ー
ル
大
司
教
）
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
ニ
ー

ダ
ー
ブ
ル
ク
の
城
主
（
フ
ォ
ン
・
ケ
ル
ペ
ン
）
、
及
び
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
の
城
主
（
フ
ォ
ン
・
ケ
ル
ペ
ン
）
が
い
ず
れ
も
城
塞
周
囲
の
領

（
、
）

域
で
高
級
裁
判
権
を
保
持
し
た
こ
と
も
上
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
高
級
裁
判
権
は
ド
イ
ツ
で
は
十
一
世
紀
末
期
か
ら
十
一
一

世
紀
初
期
ま
で
の
時
期
以
後
、
平
和
運
動
（
神
の
平
和
運
動
と
ラ
ン
ト
平
和
運
動
）
の
影
響
を
受
け
て
、
利
益
を
齋
す
蹟
罪
裁
判
権
、
弓
‐

ロ
①
ｍ
①
二
○
言
ヶ
胃
丙
耳
か
ら
現
実
に
実
刑
を
科
す
流
血
裁
判
権
国
一
員
、
＆
・
言
ワ
貝
亘
【
へ
と
変
質
を
遂
げ
た
こ
と
が
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て

（
ね
）

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
一
二
つ
の
城
塞
の
城
主
た
ち
が
保
持
し
た
高
級
裁
判
権
と
は
、
流
血
裁
判
権
で
あ
っ
た
と
解

〆￣へ－頁へ〆￣へ

五四三
、－－、－〆～■＝

裁
判
権
》
流
血
裁
判
権
の
意
味
で
の
高
級
裁
判
権
か
下
級
裁
判
権

保
護
権
力
亜
財
産
保
護
権
（
市
場
開
設
権
等
）
と
人
格
的
保
護
権
（
保
護
権
、
タ
イ
ュ
税
等
）

森
林
・
牧
場
・
河
川
利
用
権
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ドイツ封建社会における城塞とシヤテルニー
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
四
）
保
護
権
力
に
関
し
て
、
城
塞
が
始
原
的
な
機
能
と
し
て
保
護
権
力
を
行
使
し
た
こ
と
は
〔
史
料

（
ね
）

一
〕
と
の
関
連
で
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
最
後
に
、
（
五
）
森
林
・
牧
場
・
河
川
利
用
権
、
換
一
一
一
一
口
す
れ
ば
ア
ル
メ
ン
デ
に
関
わ
る

権
利
に
つ
い
て
、
〔
史
料
五
〕
と
の
関
連
で
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
ニ
ー
ダ
ー
ブ
ル
ク
城
塞
の
城
主
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
ヒ
メ
ロ
ー

ト
修
道
院
に
対
し
て
村
落
オ
ー
バ
ー
カ
イ
ル
の
罰
令
区
に
お
け
る
ア
ル
メ
ン
デ
利
用
権
を
承
認
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ

（
河
）

が
こ
の
村
落
に
荘
園
を
保
持
す
る
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
こ
の
事
実
は
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
た
る
デ
ィ
ー
ト
リ

ッ
ヒ
と
そ
の
荘
園
従
属
民
も
ま
た
こ
の
ア
ル
メ
ン
デ
の
利
用
権
を
享
受
し
た
こ
と
を
物
語
る
。
そ
の
他
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
オ
ー

バ
ー
ブ
ル
ク
城
塞
の
城
主
と
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
の
城
主
が
城
塞
の
周
囲
で
ア
ル
メ
ン
デ
利
用
権
を
保
持
し
た
こ
と
は
史
料
上
直
接
に
は
検

出
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
般
に
城
塞
と
ア
ル
メ
ン
デ
、
な
い
し
城
主
と
ア
ル
メ
ン
デ
利
用
権
は
ほ
と
ん
ど
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
Ｍ
・
シ
ャ
ー
プ
、
Ｓ
四
号
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
〔
弱
小
な
騎
士
〕
よ
り
富
裕
な
者
は
、

相
応
の
城
塞
を
ｌ
そ
れ
が
交
通
の
制
御
権
を
も
た
ら
す
か
ど
う
か
に
拘
わ
り
な
く
Ｉ
広
い
眺
望
を
持
つ
良
好
な
位
置
に
取
得
す
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

｝
」
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
森
と
可
能
な
限
り
河
川
・
湖
沼
を
含
む
狩
猟
区
と
、
従
属
的
な
農
民
と
同
時
に
と
か
く
手
工
業
者
と
の
集

（
巧
）

団
が
、
居
住
の
こ
の
一
員
級
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
形
式
の
一
環
を
構
成
し
た
」
と
（
傍
点
Ⅱ
筆
者
）
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ

ト
の
オ
ー
バ
ー
ブ
ル
ク
城
塞
の
城
主
と
ケ
ル
ペ
ン
城
塞
の
城
主
も
ま
た
城
塞
の
周
囲
で
ア
ル
メ
ン
デ
利
用
権
を
保
持
し
た
と
我
々
は
考

え
て
差
し
支
え
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
、
本
稿
で
論
じ
た
ド
イ
ツ
の
三
つ
の
城
塞
の
城
主
権
力
は
い
ず
れ

も
、
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
テ
ル
ー
ー
ー
権
力
の
五
つ
の
主
な
要
素
を
具
え
て
い
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
こ
れ
ら

一
一
一
つ
の
城
塞
の
城
主
権
力
は
、
用
語
と
そ
の
実
態
的
な
支
配
権
的
諸
権
利
の
両
側
面
か
ら
見
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
権
力
と

ほ
ぼ
同
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
確
認
を
も
っ
て
、
冒
頭
で
設
定
し
た
課
題
は
果
た
さ
れ
た
も
の
と
考
え
た
い
。
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（
Ⅳ
）
困
困
、
ｏ
ぐ
・
叩
・
凹
巳
》
ｏ
】
①
三
目

（
旧
）
国
国
、
ｏ
ぐ
あ
」
＆
》
Ｏ
①
ご
Ｐ
エ

（
四
）
三
国
〕
因
閂
・
Ｚ
尻
お
〆
切
・
山
金
．

（
９
）
ロ
①
三
四
己
①
『
⑫
ｏ
冒
冨
９
，
．
ｓ
今
一
二
【
丙
①
一
○
声
①
員
Ｐ
四
目
①
号
四
『
⑫
ｏ
宮
津
Ｎ
三
一
⑰
呂
呂
丙
①
－
８
色
目
田
『
目
胃
⑦
一
号
》
ｍ
・
お
〕
・

（
Ⅲ
）
閂
・
因
ｏ
Ｑ
ｍ
Ｃ
戸
因
巨
伝
巨
己
西
の
弓
⑫
。
宮
津
・
の
・
臣
Ｐ
一
弓
・

（
ｕ
）
二
丙
［
田
Ｐ
ｚ
巳
田
・

（
辺
）
二
一
へ
丙
①
一
ｓ
①
Ｒ
Ｆ
色
目
①
号
①
目
印
○
豈
島
目
三
⑫
号
①
ロ
宛
①
】
＆
目
Ｑ
田
『
目
胃
①
一
○
戸
ｍ
・
今
田
一
口
①
二
言
目
①
『
⑫
Ｃ
ラ
①
筐
９
ｍ
・
己
［
・

（
Ⅲ
）
□
】
⑦
三
色
目
①
扇
呂
①
巨
貝
の
．
ｓ
［
》
□
⑦
三
Ｐ
西
目
：
ロ
ｎ
戸
四
・
ｓ
○
・

（
Ⅲ
）
ｏ
一
①
冨
自
。
⑦
厨
Ｃ
冨
己
目
の
．
一
一
・
一
ｓ
．

〆￣～〆￣へ

１６１５
、－＝、－〆

二
、
二
八
四
、
二
八
九
－

（
型
）
二
宛
已
国
拐
Ｚ
ｎ
》
Ｂ
（
｜

（
付
属
物
）
を
除
い
て
〕
・

（
妬
）
三
宛
ご
因
ｐ
ｚ
ｎ
－
Ｒ
（
一

（
付
属
物
）
を
除
い
て
〕

８
回
＆
ご
○
一
声
芹
旨
ロ
①
円
Ｏ
Ｂ
蕨
Ｃ
富
津
Ｆ
巨
〆
①
日
盲
信
く
ｏ
ｐ
Ｑ
⑦
円
三
旨
①
巳
①
⑫
］
四
・
ワ
ー
⑫
Ｎ
昌
三
旨
①
巳
⑦
⑫
一
一
・
］
島
『
盲
目
①
弓
（
甲
一
①
『
⑦
『
出
】
⑫
［
。
『
一
ｍ
８
①
田
。
『
ｍ
ｇ
ｇ
ｍ
①
早
耳
⑫
、
。
ご
◎
ご
国
’
四
・
シ
ョ
ー

Ｓ
Ｐ
Ｑ
・
囚
旨
呂
①
一
ｍ
］
・
》
因
Ｑ
・
ロ
ー
）
．
□
一
の
⑰
．
。
｝
⑦
【
］
＆
Ｐ
］
＠
℃
い
・
の
・
お
］
一
目
・
因
○
号
○
戸
因
巨
温
目
二
四
①
【
『
叩
Ｃ
冨
陣
．
、
．
＄
．

（
８
）
ｏ
①
亘
Ｐ
四
目
号
巨
ｏ
戸
の
．
Ｓ
》
Ｃ
一
①
三
画
目
①
『
ぬ
島
①
｝
□
９
，
．
ｓ
一
一
二
（
宛
①
一
◎
す
①
具
Ｆ
四
目
の
旨
①
園
ｏ
冨
溥
凶
菖
②
○
二
①
ご
宛
①
一
ロ
ゴ
目
Ｑ
田
『
目
胃
①
】
ｏ
戸
ｍ
・
お
一
命
》
閂
・
因
○
号
ｎ
戸
因
巨
温
巨
目

（
卯
）
函
因
四
一
Ｑ
皀
厨
后
］
卯
囚
符
一
・
シ
画
昌
①
房
の
．
＆
・

（
皿
）
三
○
Ｃ
Ｏ
【
○
曰
ｚ
罰
」
量
〔
Ⅱ
ｇ
宛
已
国
閂
》
ｚ
【
Ｊ
台
〕
・

（
犯
）
［
因
○
号
ｏ
戸
・
因
巨
椙
巨
且
西
①
弓
⑫
Ｃ
冒
鴬
の
．
＄
・

（
羽
）
上
掲
拙
稿
一
七
八
、
一
八
八
’
一
九
○
、
二
二
、

二
、
二
八
四
、
二
八
九
’
一
一
九
○
、
一
一
九
一
一
頁
。

（
型
）
二
宛
已
国
閂
・
胃
圷
Ｂ
（
’
一
五
二
年
五
月
二
七
日
）

両
Ｚ
①
Ｐ
ｇ
色
己
①
『
⑰
号
①
巨
巨
目
目
⑫
丙
の
一
○
二
・
已
昌
①
【
目
Ｃ
盲
信
の
二
目
『
団
三
三
一
○
巨
目
巾
已
の
【
丙
①
一
。
房
自
目
旨
の
｝
冨
昊
①
一
｛
ロ
①
［
囚
苛
一
ｍ
［
①
『
ユ
Ｓ
ユ
目
冒
。
①
『
す
①
、
白
皀
①
ニ
ロ
①
ご
Ｚ
①
目
①
芦
ご

【
す
①
一
己
ｍ
Ｃ
ｐ
①
く
一
の
耳
①
毎
回
胃
⑫
ウ
｜
壁
（
①
原
』
、
．
四
○
一
℃
ゴ
ロ
・
の
．
い
い
。

－〕

西
困
、
ｏ
ぐ
・
の
．
四
四
四
》
ｏ
】
①
三
目
。
⑦
『
の
ｏ
き
①
一
二
①
『
》
、
．
］
①
．

国
国
、
ｏ
ぐ
・
の
」
①
函
》
Ｏ
①
ご
Ｐ
西
目
」
す
巨
呂
．
、
。
一
一
い
・

西
國
の
Ｃ
ご
》
ぬ
」
①
興
凹
Ｐ
山
。

西
①
口
萌
Ｃ
豈
昌
［
・
の
」
弓
．

一
九
○
年
六
月
四
日
）
》
①
ｘ
８
官
。
Ｂ
胃
・
ロ
①
二
昌
Ｑ
『
①
吾
①
－
－
２
自
画
昌
己
⑦
寓
冒
①
亘
冨
〔
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
城
塞
並
び
に
そ
の
付
帯
物

一
一
一
六
、
二
一
一
一
六
、
’
一
四
○
’
二
四
一
、
’
一
五
三
’
一
一
五
四
、
二
七
一
一
’
一
一
七
五
、
’
一
七
八
、
一
一
八
○
’
二
八

①
〆
８
ｓ
［
・
日
冑
・
ロ
①
二
目
＆
易
呂
①
亘
呂
己
自
：
①
昌
二
８
号
〔
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
の
城
塞
並
び
に
そ
の
付
帯
物
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ドイツ封建社会における城塞とシャテルニー

グーへグー､〆￣､グー、

２９２８２７２６
，－〆、－〆、＝〆、-〆

（
釦
）
閂
・
国
。
：
○
戸
・
団
巨
循
自
・
田
①
口
切
、
冨
陣
．
、
』
＆
戸

（
、
）
ロ
ケ
＠
円
目
目
］
旨
曰
旨
国
巨
曰
》
の
。
と
虜

（
犯
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
西
・
国
冨
ｏ
戸
ロ
】
①
彦
◎
ず
①
○
①
己
ｏ
宮
⑰
ワ
閏
戸
⑰
一
［
旨
】
二
①
巨
扇
ｏ
豈
①
ロ
二
言
①
一
四
一
（
９
口
．
．
旨
く
①
『
冒
・
①
耳
⑦
シ
ニ
室
四
ｍ
①
目
［
①
旨
⑦
曰
ｚ
四
○
言
二
○
頁
ぐ
○
己
、
『
二
①
。
□
日
三
四
〕
ｇ

Ｓ
Ｊ
ｍ
・
印
，
］
Ｂ
・
］
ａ
【
・
』
９
ｍ
・
》
口
Ｓ
〔
』
．
シ
昌
緒
、
］
＠
日
の
邦
訳
、
ハ
ン
ス
・
ヒ
ル
シ
ュ
箸
、
若
曽
根
健
治
訳
「
中
世
ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
級
裁
判
権
」
第
一
一
部
（
一
一
一
）
、

『
熊
本
法
学
』
、
’
○
七
号
、
一
一
○
○
五
年
、
二
○
二
頁
下
段
、
一
一
七
六
頁
下
段
’
二
七
九
頁
下
段
、
第
一
一
部
（
四
）
、
「
熊
本
法
学
」
、
’
○
八
号
、
一
一
○
○
五
年
、

二
○
○
頁
下
段
’
二
○
一
一
頁
下
段
、
二
一
一
頁
上
段
〕
を
参
照
。

（
詔
）
シ
・
Ｆ
①
目
閂
Ｎ
・
ロ
①
『
目
可
且
【
○
国
＆
、
冒
昌
曰
①
叩
、
目
亘
⑫
ｇ
ｏ
許
ぐ
○
口
目
邸
①
円
巨
目
】
］
四
ｇ
ｇ
ｇ
。
⑰
曰
巨
ウ
⑦
『
目
冒
旨
曰
冒
１
巨
目
】
胃
。
宮
①
已
吻
８
口
①
〔
①
Ｃ
Ｄ
］
⑦
一
⑫
の
曰
『
⑦
く
】
『
①
昌
一
⑫
．
旨
”
シ
目
四
一
①
己

・
の
⑫
田
⑫
【
○
国
⑫
呂
呂
ぐ
ｑ
①
ご
叩
蔑
・
ロ
①
ロ
ｚ
］
８
国
『
胃
】
Ｐ
Ｓ
・
西
①
戸
］
ｇ
Ｐ
ｍ
・
念
・

（
型
）
シ
・
Ｆ
①
目
臼
Ｎ
・
ロ
臼
忌
日
［
○
国
巴
⑫
冨
四
【
・
の
。
。
【

（
４
）
口
す
⑰
『
自
目
冒
曰
盲
目
貝
、
・
四
℃
＆
・

（
蛇
）
閂
・
因
＆
⑫
Ｃ
戸
因
冒
ｍ
ｇ
Ｑ
田
①
ロ
⑫
Ｃ
冨
戸
ｍ
・
己
。
．

（
咄
）
以
下
シ
・
原
目
四
目
ｂ
ｑ
息
旦
○
．
巳
：
四
［
．
ｍ
・
己
に
よ
る
。

（
“
）
し
か
し
勿
論
、
ト
リ
ー
ル
大
司
教
が
一
一
四
七
年
に
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
城
塞
を
獲
得
し
て
以
後
、
『
年
次
収
入
台
帳
』
が
作
成
さ
れ
た
十
三
世
紀
初
頭
ま
で
の
間
に
、

（
弱
）
両
す
①
二
目
・

（
調
）
□
①
亘
。
」

（
釘
）
巨
冨
『
日

（
鍋
）
回
す
臼
閏

（
羽
）
ロ
ワ
臼
昌

（
側
）
団
す
①
二
目
。

Ｆ
弓
①
『
四
目
皀
回
］
盲
目
旨
国
巨
日
日
Ｃ
三
①
ロ
⑫
ｏ
ｏ
ｐ
①
｛
①
Ｃ
Ｏ
］
①
⑫
一
①
曰
㎡
句
昌
【
①
昌
一
、
雪
国
恥
シ
｛
丙
□
国
目
》
、
・
四
℃
一
－
一
凹
函
・
言
①
円
の
。
←
］
＠
・

口
す
①
『
目
口
＆
盲
目
盲
目
日
、
．
七
○
・
位
置
関
係
に
つ
い
て
、
マ
ン
ダ
ー
シ
ャ
イ
ト
か
ら
ロ
ー
シ
ャ
ィ
ト
、
ラ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
、
ダ
ー
レ
ム
、
メ
リ
ッ
ヒ
ま
で
の
距
離
は
、

そ
れ
ぞ
れ
西
へ
約
四
五
ｍ
、
南
南
西
へ
約
一
四
ｍ
、
南
西
へ
約
一
六
ｍ
、
南
南
西
へ
約
一
六
ｍ
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
四
国
囚
一
目
二
ｍ
ｍ
］
口
」
田
罵
一
・
シ
囚
呂
①
Ｐ
ｍ
・
函
ｏ
》

富
○
ｍ
ｍ
〆
門
三
・
ｍ
・
畠
。
［

閂
・
因
○
号
。
戸
因
巨
田
目
ロ
四
国
『
⑫
。
富
津
雪
印
・
田
．

ｚ
を
参
照
。

回
す
①
日
目
巳
盲
目
旨
国
目
】
．
、
．
と
民
・
を
参
照
。

ロ
ワ
Ｒ
ｇ
ｇ
］
盲
目
二
目
巨
曰
・
の
．
←
］
属
を
参
照
。

口
つ
②
『
四
臣
国
昌
旨
日
旨
ユ
自
艮
の
．
一
四
Ｐ

□
①
亘
Ｐ
四
四
ロ
ロ
ウ
色
。
声
．
、
．
◎
四
○
》
ｏ
一
①
三
四
口
□
①
園
◎
ず
の
亘
①
原
、
．
］
口

111



（
Ⅲ
）
二
戸
宛
①
一
ｓ
①
貝

（
印
）
□
①
ご
Ｐ
西
目
・
一

（
閲
）
□
①
亘
Ｐ
国
煙
己
一

（
別
）
上
述
八
三
頁
。

（
弱
）
ロ
。
三
ｍ
目
：
。
颪
。
ｇ
の
．
｝
山
野
一
二
【
丙
①
亘
①
員
巨
目
。
、
胃
ｑ
ｍ
Ｃ
富
津
Ｎ
三
一
の
：
８
宛
。
－
ｓ
二
目
『
局
員
『
の
】
○
ヶ
、
．
←
田
・
上
述
八
一
一
一
頁
も
参
照
。

（
髄
）
ｏ
】
①
昌
目
Ｑ
①
易
◎
ず
①
苞
９
ｍ
・
己
［
・
一
三
・
丙
①
】
ｇ
①
員
Ｐ
目
□
＠
号
四
『
⑫
。
冨
崗
〔
脚
乏
一
切
＆
①
ご
宛
①
一
：
ご
己
司
『
目
胃
の
一
Ｃ
戸
の
．
←
田
シ
ロ
ョ
・
←
］
←
・

（
Ｗ
）
西
国
四
一
ｓ
二
画
⑫
后
］
即
囚
符
一
・
シ
四
号
①
Ｐ
、
．
①
９
ｍ
⑦
．

（
記
）
ご
『
盲
目
①
弓
巨
呂
蔑
【
＆
①
○
①
⑫
。
宣
○
言
①
□
①
⑫
ｚ
】
①
□
①
ロ
ゴ
①
旨
⑫
○
二
①
『
□
①
⑫
両
『
Ｎ
昌
冒
ｎ
．
一
息
・
ロ
①
『
国
『
⑫
（
⑦
昌
冨
目
①
『
］
呂
呂
巨
己
因
①
偏
雪
。
①
一
・
⑦
『
Ｐ
三
①
Ｅ
『
⑫
．
Ｑ
①
く
①
巨
己
三
日
〆
巨
且

□
⑦
『
幻
①
一
○
ケ
閉
辱
勲
①
両
一
（
①
Ｐ
両
用
①
口
巨
ヨ
ロ
ニ
ニ
の
ａ
⑦
Ｐ
盲
扇
ｍ
・
く
○
口
目
毒
①
。
□
・
］
○
い
・
Ｆ
ｍ
Ｃ
ｏ
ヨ
ワ
ー
の
（
》
一
・
国
ロ
ロ
ロ
如
く
○
コ
こ
の
己
］
、
茸
『
ゴ
ヨ
Ｃ
亘
の
］
口
○
○
①
旨
切
Ｃ
匡
一
①
叩
の
一
一
ｏ
戸
口
・
因
由
ロ
。
恥
く
○
口
。
●
曰

］
色
盲
］
口
①
一
国
⑫
Ｂ
Ｃ
Ｃ
①
旨
、
Ｃ
三
一
①
⑫
⑫
一
一
○
戸
ご
ロ
く
①
『
冒
口
①
貝
①
『
ｚ
①
巨
已
『
臣
Ｃ
六
二
の
『
シ
臣
⑫
、
号
①
一
ｍ
←
。
－
ｍ
ｍ
雪
国
□
い
〉
］
ｐ
ｏ
Ｐ
Ｚ
【
⑦
、
山
．

（
蝿
）
上
述
八
三
頁
以
下
。

（
⑲
）
富
国
〕
国
白
ｚ
昌
田
．
ｍ
・
巳
一
・
く
、
一
・
目
呂
三
丙
宛
Ｐ
ｚ
Ｒ
ｐ
－
ｑ

（
印
）
四
国
ロ
一
目
旨
⑫
］
凹
一
亜
国
苛
一
・
シ
画
呂
①
二
ｍ
・
函
①
．

（
Ⅲ
）
二
一
〔
宛
①
一
ｓ
①
貝
Ｆ
ｇ
Ｃ
①
島
⑦
。
砿
。
富
津
Ｎ
三
一
⑫
島
①
二
両
①
一
○
づ
こ
己
詞
『
自
云
『
の
一
。
戸
、
．
←
田
シ
目
】
・
一
ｓ
．

（
印
）
□
①
ご
Ｐ
西
目
・
ｇ
ｏ
戸
の
．
＄
＆
．
》
Ｏ
】
①
三
画
目
①
『
⑫
ｇ
①
一
旦
９
ｍ
・
己
．
－
Ｊ
．

（
閲
）
□
①
亘
Ｐ
国
煙
且
ｇ
ｏ
戸
ｍ
・
Ｓ
Ｃ
【
・
一
口
の
三
ｍ
目
①
易
呂
①
ご
目
、
．
」
の
．

（
幻
）
ｎ
国
Ｐ
ｚ
引
己
の
．

（
妬
）
ｏ
＠
画
Ｐ
西
目
・
ｇ
ｏ
戸
、
．
Ｓ
◎
聿
困
エ
の
□
『
・
の
．
旨
い
》
ｏ
一
①
三
目
Ｑ
①
『
⑫
Ｃ
言
己
９
，
．
－
つ
一
一
三
・
宛
①
】
＆
⑦
昌
伊
、
己
①
⑫
。
①
弓
⑫
Ｃ
富
津
目
三
ｍ
８
８
【
①
一
ｓ
目
。
田
『
目
斉
ｏ
」
Ｃ
戸
ｍ
・
盆
」
【
》

］
・
言
◎
扇
Ｃ
戸
□
一
①
口
昌
昌
①
①
Ｐ
ｚ
巨
日
的
（
一
一
一
一
一
一
一
七
年
）
・
Ｚ
気
巳
Ｊ
］
（
’
一
一
一
五
二
年
）
・
Ｚ
夙
巴
函
①
（
一
一
一
一
五
一
一
一
年
）
。

（
腿
）
Ｆ
ｍ
８
【
昌
一
①
戸
ご
円
百
目
目
自
呂
ご
円
＆
①
○
①
⑫
○
三
Ｃ
宮
①
Ｑ
①
⑫
ｚ
一
①
□
①
弓
言
冒
切
・
国
二
・
』
・
Ｚ
ｎ
ま
函
・

（
田
）
、
因
白
ｚ
打
Ｓ
い

（
弱
）
菖
】
戸
田
戸
ｚ
ｎ
Ｃ
Ｑ

（
㈹
）
ニ
ー
ダ
ー
エ
ー
エ
、

城
塞
周
辺
領
域
の
権
利
関
係
に
変
動
が
あ
っ
た
可
能
性
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
対
応
関
係
は
大
凡
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
留
保
さ
れ
る
。

（
妬
）
○
・
国
『
§
ご
ｇ
Ｆ
ｇ
Ｑ
目
ロ
函
①
園
。
冨
戸
ロ
日
己
坤
四
ｍ
①
ロ
ロ
①
。
［
①
ａ
ｓ
昌
一
①
こ
ぐ
酉
感
⑫
⑫
目
、
⑰
、
①
⑰
Ｃ
ご
○
言
の
。
⑫
［
⑦
ロ
①
－
，
言
一
日
二
言
①
一
色
－
－
２
Ｊ
．
シ
己
．
．
］
し
３
．
，
．
回
３
１
日
一
・
い
一
山
魚
・
四
目
．

●
●

（
皿
）
ｎ
国
ロ
ヱ
風
Ｓ
い

】
一
一
・

ニ
ー
ダ
ー
エ
ー
エ
、
シ
ユ
タ
ッ
ト
キ
ュ
ル
、
ア
ー
ル
ド
ル
フ
の
位
置
に
関
し
、
四
国
因
一
一
目
冒
⑫
一
口
］
白
一
符
一
・
シ
画
ｇ
の
Ｐ
ｍ
・
＆
、
久
リ
ュ
ッ
セ
ラ
ー
ト
の
位
置
に
関
し
、
四
国

囚
一
目
二
四
ｍ
盆
６
－
①
二
・
ｍ
①
一
・
ｍ
・
い
（
［
）
す
①
昌
○
冨
穴
目
の
）
を
参
照
。
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’
九
五
八
年
、
一
一
八
舌

（
、
）
上
掲
拙
稿
、
二
九
二
頁
。

（
銘
）
上
述
八
八
’
八
九
、
九
両

（
的
）
上
述
八
九
’
九
一
、
九
両

（
わ
）
上
掲
拙
稿
、
二
九
三
頁
。

（
“
）
上
掲
拙
稿
、
一
六
一
頁

（
妬
）
上
掲
拙
稿
、
二
九
二
頁
。

（
筋
）
ア
ヴ
エ
管
区
に
関
し
て
、

（
、
）
上
述
九
○
、
九
三
、
九
五
’
九
七
、
九
八
’
一
○
一
頁
。

（
枢
）
因
・
酉
『
の
。
戸
ｏ
】
：
・
す
⑪
○
の
１
．
高
づ
胃
斥
・
一
［
冒
・
・
冒
・
胃
ご
宣
旨
：
一
一
日
の
』
盆
『
・
・
。
－
．
一
日
景
旧
一
頁
〔
上
掲
若
曽
根
訳
、
第
二
部
（
｜
）
、
『
熊
本
法
学
」
、
一
○
六
号
、

’
’
○
○
四
年
、
七
三
頁
以
下
、
第
一
一
部
（
一
一
一
）
、
「
熊
本
法
学
」
、
一
○
七
号
、
’
’
○
○
五
年
、
一
一
八
五
頁
、
一
一
一
○
○
’
三
○
二
頁
、
同
第
二
部
（
五
）
、
『
熊
本
法
学
」
、

：
○
九
号
、
一
一
○
○
六
年
、
一
五
六
頁
〕
空
困
・
宣
旨
①
一
切
》
ｏ
①
Ｅ
⑫
島
①
宛
の
Ｃ
宮
⑰
、
⑦
⑫
○
三
ｏ
宮
①
己
①
弓
①
四
『
圖
一
①
【
ご
・
二
四
・
口
の
す
①
１
。
戸
］
し
．
シ
己
．
》
］
＠
声
の
」
＠
亀
・
〔
二
・
シ
昌
・
』
Ｃ
ｓ

の
邦
訳
、
世
良
晃
志
郎
訳
「
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
改
訂
版
』
、
昭
和
四
六
年
、
二
八
七
’
二
九
○
頁
〕
》
【
』
〈
８
⑦
②
号
の
一
一
・
Ｃ
２
扇
呂
の
幻
①
ｏ
言
い
、
の
⑫
・
宮
・
言
ｐ
田
」
う
一
ｍ

（
河
）
上
述
九
四
’
九
七
頁
以
下
。

（
布
）
三
・
ｍ
。
冨
号
・
ｏ
８
両
国
ロ
宮
⑫
＆

（
だ
）
上
述
九
一
一
一
頁
。
さ
ら
に
ミ
ー
幻
・
因
①
目
⑰
・
国
巨
椙
①
弓
。
旨
【
巨
己
国
①
目
Ｃ
宮
津
。
⑦
⑫
両
『
倒
亘
⑫
ｇ
ｏ
諒
国
画
一
□
臣
ご
く
○
二
国
①
『
（
一
四
ｓ
’
一
呂
令
）
（
ぐ
○
三
＆
、
①
巨
己
田
・
扇
Ｃ
冒
己
頤
①
ニ
ゴ
『
い
、
．

こ
・
ご
】
【
○
口
の
白
目
①
『
シ
［
す
⑰
冒
盲
①
一
ｍ
旨
『
言
［
【
①
一
四
一
［
の
【
－
－
９
⑦
○
①
⑫
、
三
。
言
①
函
の
。
且
①
『
盲
目
目
□
一
ｍ
ｍ
・
ｇ
ｏ
、
①
己
日
Ｐ
］
Ｃ
ｍ
Ｐ
ｍ
・
眉
も
参
照
。

三
・
ｍ
。
富
四
戸
○
８
，
国
で
宮
⑫
＆
①
目
已
［
○
℃
。
、
国
已
亘
の
◎
ず
①
口
一
①
日
①
二
［
⑦
ロ
①
『
昌
旨
①
一
国
一
【
の
【
一
一
ｏ
弓
①
ご
因
巨
侭
８
ぐ
囚
蕨
用
⑫
目
ｍ
ｇ
ｇ
Ｃ
ワ
①
ロ
冨
冨
⑫
Ｃ
茸
①
ロ
ロ
①
房
官
の
一
①
Ｐ
ご
”
□
】
③
西
口
橘
冒
］
□
①
巨
【
‐

切
呂
①
ロ
、
ご
己
昌
国
目
］
ロ
（
ぐ
。
冒
持
①
目
」
司
○
扇
呂
目
、
①
Ｐ
冑
⑰
ｍ
・
く
。
ご
餌
・
で
色
白
ｐ
国
・
』
し
自
画
一
四
）
』
曰
９
ｍ
・
］
ぬ
．

〔
付
記
》
本
稿
は
平
成
十
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
（
２
）
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
〕
。

］
ｐ
Ｊ
Ｐ
］
い
・
シ
巨
色
・
・
ｐ
Ｃ
Ｃ
い
い
・
一
ｍ
①
『
．
．
｝
ｃ
、
廟
。

し
て
木
村
筒
三
郎
「
フ
ラ
ン
ス
封
建
制
の
成
立
’
十
一
世
紀
に
お
け
る
城
主
支
配
圏
バ
ン
領
主
支
配
圏
の
形
成
」
、
「
法
制
史
研
究
」
、
八
号
、

一
八
頁
を
参
照
。

九
四
’
九
七
、
一
○
二
’
一
○
四
頁
。

九
四
’
九
七
頁
。
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